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　持続可能な開発目標（SDGs）とは，2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として，
2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載されてい
る、2030年までに持続可能でよりよい世界をめざすための国際目標です。
　17のゴール・169のターゲットから構成され，地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」
ことを誓っています。本計画では、前期基本計画における各施策とSDGsとの関わりを示すため、17の目標
のうち紐づくSDGsの目標を掲載しています。

SDGs（Sustainable Development Goals）について

Goal 1
貧困をなくそう

世 界 を 変 え る た め の 17 の 目 標

Goal 7
エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

Goal 13
気候変動に具体的な
対策を

Goal 2
飢餓をゼロに

Goal 8
働きがいも経済成長も

Goal 14
海の豊かさを守ろう

Goal 3
すべての人に
健康と福祉を

Goal 9
産業と技術革新の
基盤をつくろう

Goal 15
陸の豊かさも守ろう

Goal 4
質の高い教育をみんなに

Goal 10
人や国の不平等を
なくそう

Goal 16
平和と公正を
すべての人に

Goal 5
ジェンダー平等を
実現しよう

Goal 11
住み続けられる
まちづくりを

Goal 17
パートナーシップで
目標を達成しよう

Goal 6
安全な水とトイレを
世界中に

Goal 12
つくる責任　つかう責任



ごあいさつ

大井町を取り巻く社会経済情勢は目まぐるしく変化し、人口減少・少子高齢化の進行、

更新時期を迎える公共施設や多様化するニーズへの対応、さらには、地球温暖化に起因

する気候変動がもたらす環境変化、自然災害の頻発化・激甚化や新型コロナウイルス感

染症への対応などが大きな課題となっています。

しかしながら、このような状況下においても、持続可能な地域社会を実現し、未来へと

つなぐため、大井町第６次総合計画「つなごう！大井未来計画」を策定いたしました。

これまで培ってきたまちづくりを継承しつつ、町の特性や地域資源を活かして、さらな

るまちづくりを推進してまいります。

私は、まちづくりの理想の姿はオーケストラのようだと感じています。多くの個性ある

プレーヤーが自律と調和の精神を大切にし、それぞれの役割を果たして、心地よい大井

町サウンドを皆様と共に奏でながら、基本構想に掲げるまちづくりの目標「みんなでつ

なぐ 大井の未来」の実現に向けて全力を注いでまいりますので、一層のご理解とご協力

をお願い申し上げます。

結びに、本計画の策定にあたり貴重なご意見、ご提言をいただきました町民の皆様、

「大井町まちづくり会議」にご参画いただきました皆様や「大井町総合計画審議会」委員

の皆様に心から感謝申し上げます。

大井町長　小田  眞一
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総合計画について第１章

１．総合計画策定の意義
本町では、2011年度から2020年度までの10年間を計画期間とする第５次総合計画「おおいきらめきプラン」

を策定し、「ひとづくり・まちづくり・未来づくり」をまちづくりの目標として取り組んできました。
しかしながら、本町を取り巻く社会経済情勢は、人口減少や少子高齢化の進行など大きく変化をしており、今
後のまちづくりに影響を及ぼすことが予想されています。また、更新時期を迎える公共施設や地域の多様化する
ニーズへの対応など、今後のまちづくりには多くの課題があります。
今後、様々な課題を乗り越え、持続可能なまちづくりを推進していくためには、本町の強みを活かし、本町の

最高規範である「大井町自治基本条例」にもあるように、町民・議会・行政がそれぞれの立場を尊重し、それぞ
れの役割と責任のもと、対等な立場で相互に協力してまちづくりに取り組むことが必要です。
そのため、まちづくりの主体である町民・議会・行政が、今後のまちづくりの方向性などを共有し、その実現

に向けて取り組むため、新たな総合計画である大井町第６次総合計画を策定します。

２．総合計画の構成と期間
本計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の３層で構成します。
○基本構想……�2030 年度（令和 12 年度）に向けたまちづくりの目標を明らかにし、その実現に向けた基本方

針を定めます。
　　　　　　計画期間：10年間　�2021 ～ 2030 年度（令和３～12年度）　

○基本計画……�基本構想が示すまちづくりを実現するための施策を体系的に示します。
� � 　計画期間：５年間　�前期は2021～ 2025 年度（令和３～７年度）

○実施計画……�各種施策を具体的に展開する事業を示します。
� � 　計画期間：３年間※　第１次は2021～ 2023 年度（令和３～５年度）

 

基本構想
10年間

2021～2030年度（令和３～12年度）

前　期
2021～2025年度（令和３～７年度）

第１次
2021～2023年度
（令和３～５年度）

第２次
2023～2025年度
（令和５～７年度）

第３次
2026～2028年度
（令和８～10年度）

第４次
2028～2030年度
（令和10～12年度）

後　期
2026～2030年度（令和8～12年度）

基本計画
5年間

実施計画
3年間

　�※�３年間の実施計画としつつも、2023 年度及び 2028 年度は基本計画における前期、後期の各計画期間内に合わせて見直しを行うため、
実施計画期間が重なっています。

３．総合計画の進捗管理
総合計画に基づく取り組みの成果を把握し、継続的な改善活動による効率的・効果的な計画の推進を図るため、

施策などの達成度を評価・検証する進捗管理を行います。
進捗管理にあたっては、事業展開による成果の一側面を捉えるものとして、基本計画において数値目標を設定

します。
この数値目標に対する進捗状況を把握するため、毎年度、事業の評価・検証を行い、その結果に基づいた事
業の改善を行うとともに、予算編成などに活用することにより、効率的・効果的な事業の構築につなげます。�
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大井町の現況第2章

１．位置・地勢
本町は、神奈川県の西部、足柄上郡の東部に位置し、東西 5.62km、南北 5.18km、総面積 14.38㎢を有し

ています。南は小田原市、西は酒匂川を境として開成町に、北は松田町と秦野市に、東は中井町にそれぞれ接し
ており、横浜市から約 50km、東京都心からは約 70kmの距離にあります。
町を東西に東名高速道路が走り、北西部には大井松田インターチェンジを有するほか、国道 255 号が南北に

走り、そのほか県道６路線が町内の主要な道路網を形成しています。
一方、鉄道は国府津と沼津を結ぶＪＲ御殿場線が国道 255 号とほぼ並行するように走り、町内には上大井駅と

相模金子駅があります。
地勢的に見ると、町の北側には、なだらかな足柄山地の稜線が北西方向に低く連なり、その背後に急峻な丹

沢山塊がそびえています。西方には箱根連山の山並みが南北に走り、その稜線のかなたに富士山が位置してい
ます。町の中央よりやや西側には、町を丘陵部と平坦部に二分する国府津・松田断層が相模湾に向かって伸びて
います。
気候は、上記のような地形により寒冷な北風は遮られ、温暖な南風が入りやすく、比較的温暖です。この結果、

地域全体が良好な気象条件に恵まれ、気温、雨量は、全地域にわたり大差がなく、住環境に適し、各種作物や
果樹などの栽培も行われ、太陽と水と緑が調和した豊かな自然環境が地域の特徴を形づくっています。

２．人口動態
本町の人口は、2020 年 1月 1日現在、17,082 人となっています。これまで人口は順調に伸び続けてきまし

たが、2010 年以降は減少傾向に転じています。
また、2020 年の平均世帯人員は2.61 人 / 世帯と、1970 年（4.54 人 / 世帯）に比べ減少し、核家族化が
進行しており、年齢構成では、年少人口（０～ 14�歳）12.1％、生産年齢人口（15～ 64 歳）59.5％、老年人
口（65歳以上）28.4％であり、少子高齢化が進行しています。
こうしたことから、人口減少や少子高齢化などにより地域のつながりが希薄になることが懸念されます。
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■ 人口と世帯数の推移  ■ 年齢構成の推移
（人）  

※1970 年から2015 年までは国勢調査における各年10月１日現在の数値
※2020 年は神奈川県人口統計調査及び神奈川県年齢別人口統計調査における2020 年１月１日現在の数値

３．土地利用
本町の土地利用を大別すると、平坦部では酒匂川周辺の農地と国道 255 号及びＪＲ御殿場線などの主要な交

通軸に沿った市街地によって形成され、丘陵部では農地や山林といった自然的土地利用が大半を占めていますが、
農地や山林としての土地利用が減少し荒廃地化が進行しています。
一方、庁舎北側の大井中央土地区画整理事業などにより、宅地をはじめとした都市的土地利用が増加しました。
今後は、農地や山林の保全を図るとともに、人口減少、少子高齢化や新たな産業の動向に対応した土地の利

活用が求められます。

４．財政状況
本町の財政状況については、自主財源比率は約６割で、残り４割は地方交付税、国県支出金及び地方債などに

よって賄われています。財政構造の弾力性を示す経常収支比率は85.0％（2019 年度）であり、健全化判断比
率を見ると、どの指標についても基準をクリアしているなど、安定した財政運営を行ってきました。
今後は、公共施設の維持管理などにより歳出が増加していくことが予想されるため、引き続き人件費、扶助費

や公債費等の義務的経費の増加を抑制しつつ、新たな行政需要などへの対応が可能となるよう安定的な財政運
営が求められます。

■ 健全化判断⽐率
⽐率

早期健全化基準
2017 年度 2018 年度 2019 年度

実質赤字比率※ 赤字なし
（▲ 7.33％）

赤字なし
（▲ 8.92％）

赤字なし
（▲ 6.90％） 15%

連結実質赤字比率※ 赤字なし
（▲ 19.20％）

赤字なし
（▲ 16.62％）

赤字なし
（▲ 16.59％） 20%

実質公債費率※ ▲ 0.5％ ▲ 1.4％ ▲ 2.3％ 25%

将来負担比率※ マイナス算定
（▲ 85.3％）

マイナス算定
（▲ 92.3％）

マイナス算定
（▲ 83.3％） 350%

※実質赤字比率
　福祉・教育・道路整備などを行う一般会計の実質的な赤字額が、標準的な収入に対して、どのくらいの割合になるかを示す指標のこと。
※連結実質赤字比率
　一般会計・特別会計・企業会計すべての会計の実質的な赤字額的な収入に対して、どのくらいの割合になるかを示す指標のこと。
※実質公債費率
　借金の返済額やこれに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示す指標のこと。
※将来負担比率
　一般会計の借金の残高や将来支払う可能性のある負担などを指標化し、財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す指標のこと。
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まちづくりの方向性第3章

１．まちづくりの課題

（１）町民アンケート調査から
第６次総合計画の策定にあたり町民アンケート調査を実施しました。
■調査期間：2019 年 8月 9日（金）～ 8月 31日（土）
■対　　象：町内在住 16歳以上　3,000 人（無作為抽出）
■調査方法：郵送配布・回収
■回収数・回収率：917 票（30.6%）

 町民アンケート結果から抽出された施策に対する課題 
これまで進めてきたまちづくりの施策（全 40 項目）に対する満足度や重要度について、回答者数の比率など

をもとに地区別で整理しました。
満足度の低い施策を地区別に整理（各上位５つ）

金田地区 曽我地区 相和地区
１鉄道・バス路線網 １鉄道・バス路線網 １鉄道・バス路線網
２地域資源を活用した観光振興 ２公園・緑地の整備、有効活用 ２市街地の整備
３市街地の整備 ３市街地の整備 ３次世代産業の共創と連携
４商・工業の振興 ４地域資源を活用した観光振興 ４公園・緑地の整備、有効活用
５公園・緑地の整備、有効活用 ５商・工業の振興 ５商・工業の振興

重要度の高い施策を地区別に整理（各上位５つ）
金田地区 曽我地区 相和地区

１防災体制と防災施設の整備 １消防・救急体制の整備 １生活排水・し尿の適正な処理
２消防・救急体制の整備 ２鉄道・バス路線網 ２防災体制と防災施設の整備
３地域医療体制の充実 ３小・中学校教育 ３道路や水路の整備
４交通安全対策 ４交通安全対策 ４鉄道・バス路線網
５防犯対策 ５防犯対策 ５防犯対策

■次期計画における重要課題について
施策に対する満足度と重要度の関係を分析するために、横軸に満足度、縦軸に重要度を示すグラフで整理し、

４つのエリア（最優先改善エリア、重点維持エリア、改善エリア、現状維持エリア）で区分しました。満足度が低く、
重要度が高い施策は最優先改善エリアに区分されます。

　　　　　　　　　 ■ 満足度・重要度の関係（最優先改善エリア抜粋）

重点維持エリア

改善エリア 現状維持エリア 

 高 

低 高 

低 
 

鉄道・バス路線網
地球温暖化対策や自然環境の保全

大気汚染対策・環境美化活動の推進
道路や水路の整備

社会保障・勤労者福祉商・工業の振興
公園・緑地の整備、有効活用

最優先改善エリア

満足度

重
要
度

（２）大井町まちづくり会議から
アンケート調査を補完し、より具体的な意見を聴くため、町民11名及び職員12名の計23名によるワークショッ

プ形式の「大井町まちづくり会議」を10月から12月までの間に５回にわたって開催しました。
また、うち１回は、次代を担っていく子どもから意見を聴くため、湘光中学校生徒（15名）のワークショップを
開催しました。
■開催内容
第１回：2019 年 10月 31日（木）
　　　�「大井町の未来を想像しよう」
　　　　　　　課題の整理
第２回：2019 年 11月 11日（月）※湘光中学校生徒ワークショップ
　　　�「大井町の将来を考えよう」
　　　　　　　課題の整理・まちづくりに向けたワード、将来像抽出
第３回：2019 年 11月 14日（木）
　　　�「大井町の将来を考えよう」
　　　　　　　まちづくりに向けたワード、将来像抽出
第４回：2019 年 11月 27日（水）
　　　�「強みを活かすための取り組み、弱みを改善するための取り組み」
　　　　　　　第１回から第３回をふまえたまちづくりのための事業を検討
第５回：2019 年 12月９日（月）
　　　�『「より良い大井町」に近づけるために「自分たちができること」を考えよう』
　　　　　　　　　役割分担をしてまちづくりに何ができるかを検討

■参加者：�町民 11 名（一般公募２名、町内企業６名、町内団体３名）、町職員 12名　計 23名

・人、地域のつながりの希薄化、地域内交流の少なさ
・鉄道、バスの不便さ
・道路の狭さ、歩道の少なさ
・街灯、防犯灯の少なさ、暗さ
・子どもの遊び場や交流の場が少ない
・農業者の減少、耕作放棄地の増加
・空き家の増加
・少子高齢化
・自治体の認知度の低さ
・情報・課題の共有不足（行政が何に取り組み、抱えている課題が何か分からない）
・「大井町といえば」という特色、特産品、観光スポットがない
・雇用の場が基本的に町外
・防災意識の希薄化（大井町は自然災害の被害が少ない）

第１回、第２回のまちづくり会議で抽出された町の課題
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２．まちづくりに必要な要素

（１）町民アンケート調査から
町民アンケートの「これからの大井町のまちづくりにおいて、どのようなことを大切にしていきたいか（３つま

で回答）」との問いでは、「安心」「安全」「便利」「自然」「環境」「健康」「やすらぎ」が多くなっています（10％
以上抜粋）。

■ 大井町のまちづくりにおいて大切にしたいこと（上位抜粋）

42.2%

36.2%

35.6%

23.3%

21.3%

17.3%

安心

14.9%

安全

便利

自然

環境

健康

やすらぎ

（２）大井町まちづくり会議から
まちづくり会議で大井町の今後におけるまちづくりに必要な要素と将来像（こんな町になったらいいな）を考え

ました。町民アンケートで多く挙がった要素も多く、より具体的な意見がありました。

伝える・聴く・繋がる～活気あふれる大井町～
♦交通（便利かつ自然豊か）
♦声（町民が意見を言いやすい、聴いてくれる）
♦自然（自然が残る、環境が良い）
♦雰囲気（活気のある町）
♦繋がり（繋がりがある町、多世代や外国人との交流、外に出て話している楽しそうな町）

自然・便利・バランス・大井町
♦自然（自然を保つ）
♦便利（町内ですべてをこなせる、大きいデパートなどがある町）
♦バランス（便利だけど自然豊か、山間部とのバランスのとれた開発）
♦世代バランス（少子高齢化を防ぐ、働き手世代が集まる働きやすい町、年齢層の安定）
♦人（人づくり、みんな元気で明るい）
♦個性（大井町だけのいいところがある）

コミュニケーションのおおいまち～どの年代も住みやすい町～
♦コミュニケーション（町民の意見を取り入れる、住みやすい、歩行者に配慮した道）�
♦笑顔（明るくて楽しい町、観光客がたくさん来てくれる）
♦子ども（子どもが多い、子どもを育てやすい、子どもがのびのびと過ごせ楽しめる町）
♦自然（自然が多い、自然豊か、自然を活かす）
♦便利（より便利）

第２回会議（中学生ワークショップ）

日々の充実が感じられるまち　おおいまち
♦�安心・安全（災害時に必要な電力源がある、安全に移動できる道（道幅が狭いため一方通行規制を考える）、
再生可能エネルギーの活用）

♦楽しい（ボールを使える等規制緩和、自然を残す、家庭農園等一定の自給自足）
♦暮らしやすい（町歩きに適した整備）
♦やすらぎ（あいさつが飛び交う、人とのつながり、世代間交流）

ホッと一息　おおい町　ＯＨ！いいまち
♦まちづくり全体（住民が主役、負担のわかちあい、誰かのまちではなく私のまち、程よい町）
♦協働（情報・課題の共有）
♦自然・環境（静かな環境、景観への配慮、歩いて楽しい町）
♦地域づくり（あいさつが飛び交う、人材を育てる、主体的に係る住民の意識醸成）
♦観光（自然と便利さの住み分け、町の特色、観光資源をもっと魅力的に見せる）
♦交通（公共交通機関の充実）
♦施設（ビオトピアの発展、家族でくつろげる場所、遊具の充実）

自然と町のバランスある発展
♦自然（ジビエ、フェイジョア・ひょうたんのＰＲ、自給自足）�
♦施設（買い物できる場所や病院を増やす、ビオトピア、酒蔵の活用）
♦体験（交流体験、民泊）
♦文化（ひょうたんＰＲ、趣味をもつ）
♦人（個性を伸ばす教育、子育てしやすい環境、スベリー・マーキュリー、元気な高齢者）
♦道路（街灯を明るくする、都市計画道路、道路拡幅、丘陵部と平坦部を結ぶ交通網整備）
♦その他（きずな、ハートフル）

まち・ひと・未来　つなぐ
♦�自然（子どもが身近な場所で虫取りができる環境、特産品を作る、収穫体験、大井自然園がある環境、
触れあえる自然）�
♦農業（耕作放棄地対策（貸し農園）、高齢者の元気、フェイジョア普及（オーナー制度））
♦�ＰＲ・健康（大井松田ＩＣに近い強みを活かす、農業と一体化したまち×

かける
未病でＰＲ、フェイジョア×

かける
美容・

健康でＰＲ、フェイジョアの普及（学校給食の活用、苗木を平たん部にも植える））

　

第３回会議



10 11

第
１
編

序 

論

第
２
編

基 

本 

構 

想

第
３
編

前 

期 

基 

本 

計 

画

資　
料　
編

第１編 序論　

３．まちづくりに向けて

（１）課題及び必要な要素をふまえたまちづくりの推進
①　安全・安心・便利な暮らしへの対応
町民アンケートや、まちづくり会議から暮らしの「安全」「安心」を求める声、そして、公共交通の利便性向上

などの「便利」と町の「自然・環境保全」の両面の「バランス」あるまちづくりを求める町民のニーズが伺えます。
このような声にこたえるため、地震や風水害などの災害に備えるとともに、歩行者等に配慮した道路整備や交
通の利便性の向上など暮らしに必要な基盤の整備を町の豊かな自然環境に配慮しながら進めるまちづくりが必要
です。

②　世代間交流や地域コミュニティの活性化　
人口減少、少子高齢化が進むことにより、空き家の増加、地域活動の担い手不足、地域コミュニティの衰退が

懸念されます。
こうした課題に対応するためには、地域づくり、人づくりを推進し、世代間交流による地域のコミュニティの活
性化を図るとともに、地域課題を「自分事」として考え、連携・協力しあう協働のまちづくりが必要です。

③　活力あるまちづくりに向けた取り組みの充実　
人口減少社会において、まちの活力を維持していくためには、これまで培ってきた町の資源を活かしながら、

人口維持などに向けた取り組みを行うことが求められています。
町に対する愛着を深め、移住・定住につなげるためには、本町の自然、歴史・文化や地域特性を活かした取り

組みによって町の魅力を発信するとともに、子育て環境の整備・充実や子どもから高齢者まで全ての町民が健康
で元気に笑顔で暮らすことのできるまちづくりが必要です。

（２）総合戦略をふまえた特色あるまちづくりの推進
本町では、まち・ひと・しごと創生法に基づき2015 年に「人口ビジョン※」及び「大井町まち・ひと・しごと

創生総合戦略※」を策定し、地域の特性を活かした特色あるまちづくりに取り組んできましたが、今後もさらなる
取り組みの推進が必要です。
本計画に「大井町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を組み込み、国や県の総合戦略の趣旨をふまえた特色あ

るまちづくりが必要です。

（３）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）をふまえた持続可能なまちづくりの推進
2015 年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」にて記載された

2016 年から2030 年までの国際社会共通目標としてＳＤＧｓ※（Sustainable�Development�Goalsの略称）
があり、持続可能でよりよい世界をめざすため17 のゴールを設定しています。このＳＤＧｓの達成に向けて世界
規模で取り組みが行われており、わが国でも取り組みを推進しています。持続可能な経済、社会、環境の向上
かつ平等、対等な社会の構築は、本町でも取り組んできましたが、将来にわたって安心して暮らせるように町民、
議会、行政が一体となったＳＤＧｓをふまえた持続可能なまちづくりが必要です。

SDGs（持続可能な開発目標）の 17 の目標一覧

目　　標 目　　標
①貧困
●�あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終
わらせる

⑩不平等
●各国内及び各国間の不平等を是正する

②飢餓
●�飢餓を終わらせ、食糧安全保障及び栄養
改善を実現し、持続可能な農業を促進す
る

⑪都市
●�包摂的で安全かつ強靭で持続可能な人間
居住を実現する

③保健
●�あらゆる年齢のすべての人々の健康的な
生活を確保し、福祉を促進する

⑫生産・消費
●持続可能な生産消費形態を確保する

④教育
●�すべての人々への包摂的かつ公正な質の
高い教育を確保し、生涯学習の機会を促
進する

⑬気候変動
●�気候変動及びその影響を軽減するための
緊急対策を講じる

⑤ジェンダー
●�ジェンダー平等を達成し、すべての女性
及び女児の能力強化を行う

⑭海洋資源
●�持続可能な開発のために海洋・海洋資源
を保全し、持続可能な形で利用する

⑥水・衛生
●�すべての人々の水と衛生の利用可能性と
持続可能な管理を確保する

⑮陸上資源
●�陸域生態系の保護、回復、持続可能な利
用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠
化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・
回復及び生物多様性の損失を阻止する

⑦エネルギー
●�すべての人々の、安価かつ信頼できる持
続可能な近代的エネルギーへのアクセス
を確保する

⑯平和
●�持続可能な開発のための平和で包摂的な
社会を促進し、すべての人々に司法への
アクセスを提供し、あらゆるレベルにおい
て効果的で説明責任のある包摂的な制度
を構築する

⑧成長・雇用
●�包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべ
ての人々の完全かつ生産的な雇用と働き
がいのある人間らしい雇用を促進する

⑰実施手段
●�持続可能な開発のための実施手段を強化
し、グローバル・パートナーシップを活性
化する

⑨イノベーション
●�強靭なインフラ構築、包摂的かつ持続可
能な産業化の促進及びイノベーションの
推進を図る

※人口ビジョン
　�人口ビジョンとは、地方公共団体における人口の現状と将来の展望を提示するもの。「まち・ひと・しごと創生総合戦略」により各地方公
共団体は人口ビジョンの策定に努めることとされている。

※まち・ひと・しごと創生総合戦略
　�まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第136 号）に基づき、少子高齢化の進展に的確に対応し、将来にわたって活力ある日本社会
を維持していくために、まち、ひと、しごとに関する施策を、総合的かつ計画的に実施するために、自治体で策定する戦略のこと。なお、
本町では第２期戦略より町総合計画と一体のものとして策定している。

※  SDGs（持続可能な開発目標）
　�2015 年（平成 27年）9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された 2030 年（令和12年）
までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標のこと。17のゴール・169 のターゲットから構成される。
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目的第１章
この構想は、第１編における町民アンケートやまちづくり会議などの結果をふまえ、「まちづくりの目標（将来像）」

を定めます。
また、まちづくりの主体である町民・議会・行政が一体となって、目標達成に向けて取り組む「まちづくりの方針」

を定めます。

まちづくりの目標と方針第2章

１．まちづくりの目標（将来像）

『みんなでつなぐ 大井の未来』
これまで、５期にわたる総合計画のもと、まちづくりを進めてきました。これまで培ってきたまちづくりを継承

しつつ、次代を見据えた “ 大井町 ”をめざします。
施策の展開にあたっては、町の魅力である「自然」とバランスのとれた「便利」で住みやすいまちづくりを基

本として、地震や風水害などの災害への備えを中心とした「安全」・「安心」の施策、子育てを支援する施策及び
町民の健康の確保に関する施策などを充実させたまちづくりを推進していきます。
しかしながら、この先、人口減少や少子高齢化がさらに進み、地域活動の担い手不足や安定した財源の確保
が見通せないことにより、行政だけでは多様化する地域課題に対応することが厳しくなると予測されます。
こうした課題に対応するため、安定的な行財政運営を確保していくとともに、まちづくりを「自分事」として考え、
町民・議会・行政それぞれの立場から知恵と力を出し合い、コミュニケーションを深めながら地域全体の「つながり」
によって持続可能で活力あるまちづくりを推進していきます。

２．基本指標
この基本構想の計画期間である2030
年度の人口は、大井町人口ビジョンにおけ
る人口の将来展望を目標人口として、およ
そ 16,900 人とします。
この将来展望は、現状の人口推計（国
立社会保障・人口問題研究所「日本の地
域別将来推計人口（2018 年推計）」）では
なく、基本構想のもと、基本計画の各施策を推進し、2017 年の合計特殊出生率※1.16 が 2030 年に1.43 へ
と段階的に上昇するものと仮定し、さらに大井中央土地区画整理事業などによる今後 10 年間の社会増を考慮し
た推計です。
※合計特殊出生率
　�15 ～ 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの。一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相
当する。

３．まちづくりの方針
まちづくりの目標の達成に向けて、６つの柱のもと、総合的かつ計画的なまちづくりを進めます。

（１）地域がつながり地域で育むまち

①協　働
自治会などの地域活動を支援し、地域コミュニティの強化を図るとともに、人権の尊重や男女共同参画の推

進に取り組みます。
また、町民との情報の共有を図り、町民・議会・行政がそれぞれの立場から知恵と力を出し合い、地域が
一体となったまちづくりを進めます。

②教　育
幼稚園、保育園の保育体制・環境の充実を図るとともに、確かな学力を身に付け、生命や人権を尊重する

豊かな心を育む教育を、家庭、学校や地域と連携して取り組み、次代を担う子どもをみんなで育むまちづくり
を進めます。

③文　化
生涯学習や生涯スポーツの振興により、町民の生きがいづくりや健康づくり及び世代間交流を図るとともに、

豊富な歴史資源や文化・伝統の継承を図り、地域の交流を通じて、本町に対する誇りや愛着がわくようなまち
づくりを進めます。

（２）みんなが笑顔になれるまち

①子育て
切れ目のない出産・子育ての支援 ( 大井町版ネウボラ )などによる子育て環境の充実を図り、子育てしやす

いまちづくりを進めます。

②健　康
年齢を問わず町民が主体的に健康づくりをできるように取り組むとともに、生活習慣病予防や感染症予防な

どの健康の保持や増進に取り組み、町民みんなが健康・笑顔でいられるまちづくりを進めます。

③福　祉
児童福祉、高齢者福祉や障がい者 ( 児 ) 福祉の充実に取り組むとともに、地域で支え合い、思いやりの心

でふれあうまちづくりを進めます。

（３）みんなで取り組む安全・安心のまち

①安全・安心
地震や風水害などの災害、犯罪や交通事故等から町民の安全を守ることができるように、行政だけでなく、

地域における活動を推進します。
「自分の身は自分で守る」という「自助」を基本とし、地域で助け合う「共助」と地域でできないことは行政
が支援する「公助」により、みんなで取り組む安全・安心のまちづくりを進めます。

 17,082人

16,350人

17,005人

15,759人

16,911人

2020年 2025年 2030年
国立社会保障・人口問題研究所の推計 大井町人口ビジョンにおける展望推計
※2020年は神奈川県人口統計調査における2020年１月１日現在の数値
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（４）将来を見据えた社会基盤と環境のバランスがとれたまち

①社会基盤
人口減少や少子高齢化を見据え、道路や上下水道の維持及び整備を進めるとともに、公共交通網の利便性

向上や公共施設の計画的な管理運営を図り、社会情勢の変化に応じた便利で住みやすいまちづくりを進めま
す。

②環　境
自然環境を保全し、地域資源を活かした再生可能エネルギーの活用により環境負荷の少ない循環型社会の

形成を図ります。
また、緑地や公園の活用に努めるとともに環境教育を推進し、本町の財産である自然と調和したまちづくり

を進めます。

（５）地域の特性を活かした産業による交流が活発なまち

①農業・商業・工業
農業の担い手の確保、農地の集積や農業生産基盤の整備を推進し、遊休農地の解消を図るとともに農業体

験の機会提供や６次産業化に取り組みます。
また、商工業をはじめとする地場産業の振興と企業誘致による雇用創出を図り、産業の活性化による活気が
あふれるまちづくりを進めます。

②観　光
農業・商業・工業が連携したイベントの開催や、近隣市町との連携による観光施策に取り組みます。
また、観光拠点の構築と本町の歴史や文化・伝統、自然環境を活かした観光戦略を推進することで、観光
振興の恩恵が地域経済に寄与できる取り組みにつなげ、町内外の交流から活発なまちづくりを進めます。

（６）計画を実現できるまち

①行財政運営
安定した行財政運営をするため、限られた経営資源を有効活用するとともに、本計画における施策展開を

基本にＰＤＣＡサイクルによる進捗管理及び進捗情報などの開示を行います。
また、本町のシティプロモーションを推進するとともに、デジタル化の進展に対応した行政サービスの提供

を図るなど持続可能なまちづくりを進めます。

②広域行政
近隣市町と連携して広域的な行政課題や多様化する行政需要に対応し、住みよいまちづくりを進めます。　



第３編

前期基本計画
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基本計画について第１章

１．基本計画の位置づけと計画期間

（１）位置づけ
基本計画は、基本構想に掲げた「まちづくりの目標 (将来像 )」とその達成に向けたまちづくりの方針の実現に向

けて、行政が取り組む施策を体系的に示す計画「施策別計画」を示すものであり、施策の進捗管理にも活用します。
また、今後さらに進行が見込まれる人口減少、少子高齢化に対応し、地域の特性を活かした特色あるまちづく

りを推進していくため、基本計画における事業のうち特に重点的に取り組む事業については「大井町戦略事業」
として「大井町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を兼ねることとします。

大
井
ま
ち・ひ
と・し
ご
と

創
生
総
合
戦
略（一本
化
）

実施計画

基本構想基本構想

基本計画

事　業

施策

主な事業 成果指標

まちづくりの方針

現状と課題の整理

まちづくりの目標（将来像）

（２）計画期間
基本計画は、前期と後期それぞれ５年間で構成し、前期基本計画は2021 年度（令和３年度）から2025 年度（令

和７年度）までとします。

２．人口フレーム

（１）人口及び年齢構成の推移
本町の人口は 2010 年以降に減少傾

向に転じており、このままの状態が続く
と、2015 年の人口約 17,000 人に対し、
2045 年には約 14,000 人まで減少し、
2045年の人口の年齢構成は、年少人口（０
～ 14 歳）9.7％、生産年齢人口（15 ～
64 歳）52.1％、老年人口（65 歳以上）
38.2％で、少子高齢化が進むと予測され
ています。（2020年以降の人口は推計値、
国立社会保障・人口問題研究所「日本の
地域別将来推計人口（2018年推計）」）。

（２）目標人口
大井町人口ビジョンにおける人口の将来展望を目標人口とします。
この将来展望は、現状の人口推計（国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2018 年
推計）」）ではなく、基本構想のもと、基本計画の各施策を推進し、2017 年の合計特殊出生率 1.16 が 2030
年に1.43 へと段階的に上昇するものと仮定し、さらに大井町中央土地区画整理事業などによる今後 10 年間の
社会増を考慮しつつも、それ以降は、転入・転出者数の合計が０(ゼロ )となるよう仮定して推計しています。
基本構想のもと各施策を推進し、前期基本計画期間の 2025 年の人口約 17,000 人を目標とします。

■ 人口の現状推計及び人口ビジョンにおける人口の将来展望

16,350人 15,759人 15,107人 14,469人 13,845人

17,005人 16,911人 16,323人 15,702人 15,096人

2020年 2035年 2045年2025年 2030年 2040年

17,082 人

※2020年は神奈川県人口統計調査における2020年１月１日現在の数値
国立社会保障・人口問題研究所の推計 大井町人口ビジョン

３．計画の推進について

（１）着実な施策展開
基本構想に掲げたまちづくりの目標（将来像）を達成するためには、まちづくりの方針に基づいた各施策を着

実に推進することが必要です。そのため、本計画では施策ごとに成果指標を設定し、その達成に向け、施策を展
開していきます。
また、人口減少や少子高齢化だけでなく、気候変動（地球温暖化）に伴う台風、豪雨や酷暑などの自然災害
の頻発化・激甚化や新型コロナウイルスなどの感染症等、新たな課題に対応していくことが必要です。各施策に
おける「行政と町民の役割」のもと町民・行政がそれぞれの立場から知恵と力を出し合い、地域全体の「つながり」
によって、まちづくりの目標（将来像）の達成に向けて取り組んでいきます。

（２）横断的な取り組み
地域課題は、複雑かつ多様化し、分野ごとの施策だけでは対応が難しくなってきています。
分野ごとの施策の推進に加え、複数の分野にまたがる課題やＳＤＧｓの達成に向けて、これまで以上に横断的に

取り組んでいきます。
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53.9%

38.2%

52.1%
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■ 人口及び年齢構成の推移
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（３）SDGsを意識した取り組み
本町がこれまで取り組んできたまちづくりは、ＳＤＧｓの理念や目標と一致しており、将来にわたって安心して暮

らすためには、引き続き町民、議会、行政が一体となってＳＤＧｓをふまえたまちづくりに取り組むが必要がありま
す。
基本計画における各施策とＳＤＧｓとの関わりを示すため、17 の目標のうち紐づくＳＤＧｓの目標を掲載していま

す。

目　　標 目　　標
①貧困
●�あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終
わらせる

⑩不平等
●各国内及び各国間の不平等を是正する

②飢餓
●�飢餓を終わらせ、食糧安全保障及び栄養
改善を実現し、持続可能な農業を促進す
る

⑪都市
●�包摂的で安全かつ強靭で持続可能な人間
居住を実現する

③保健
●�あらゆる年齢のすべての人々の健康的な
生活を確保し、福祉を促進する

⑫生産・消費
●持続可能な生産消費形態を確保する

④教育
●�すべての人々への包摂的かつ公正な質の
高い教育を確保し、生涯学習の機会を促
進する

⑬気候変動
●�気候変動及びその影響を軽減するための
緊急対策を講じる

⑤ジェンダー
●�ジェンダー平等を達成し、すべての女性
及び女児の能力強化を行う

⑭海洋資源
●�持続可能な開発のために海洋・海洋資源
を保全し、持続可能な形で利用する

⑥水・衛生
●�すべての人々の水と衛生の利用可能性と
持続可能な管理を確保する

⑮陸上資源
●�陸域生態系の保護、回復、持続可能な利
用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠
化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・
回復及び生物多様性の損失を阻止する

⑦エネルギー
●�すべての人々の、安価かつ信頼できる持
続可能な近代的エネルギーへのアクセス
を確保する

⑯平和
●�持続可能な開発のための平和で包摂的な
社会を促進し、すべての人々に司法への
アクセスを提供し、あらゆるレベルにおい
て効果的で説明責任のある包摂的な制度
を構築する

⑧成長・雇用
●�包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべ
ての人々の完全かつ生産的な雇用と働き
がいのある人間らしい雇用を促進する

⑰実施手段
●�持続可能な開発のための実施手段を強化
し、グローバル・パートナーシップを活性
化する

⑨イノベーション
●�強靭なインフラ構築、包摂的かつ持続可
能な産業化の促進及びイノベーションの
推進を図る

１．戦略事業とは
「戦略事業」は、基本構想に掲げたまちづくりの目標（将来像）を実現し、基本計画に掲げる目標人口を維持
するとともに、今後さらに進行が見込まれる人口減少、少子高齢化社会においても、地域の特性を活かした特色
あるまちづくりを推進し、地方創生を成し遂げるため、前期基本計画の５年間に、特に重点的に取り組む施策を
前期基本計画の中から選択します。
また、前期基本計画の施策の進行管理とあわせ、戦略事業の進行管理を行うため、戦略事業ごとに主な施策

を包括する指標を設定します。
なお、本戦略事業は大井町における地方創生事業として、国の第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の

基本目標及び横断的目標をふまえるとともに、「大井町まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015 年）」で定めた４
つの基本目標を継承した「第２期大井町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を兼ねるものとし、具体的な事業は、
本計画及び実施計画で示します。

２．戦略事業設定のフロー

大井町戦略事業 

（１）協働プロジェクトの推進   【視点１,２,３・目標４】

（２）持続可能な生活環境の整備 【視点１・目標２,４】

（３）教育・子育て環境の充実   【視点３・目標３,４】

（４）地域特性を活かした産業の創出と魅力の発信 【視点３・目標１,２】

■ 序論で示すまちづくりの方向性
視点１ 安全・安心・便利な暮らしへの対応 
視点２ 世代間交流や地域コミュニティの活性化 
視点３ 活力あるまちづくりに向けた取り組みの充実 

■ 大井町まち・ひと・しごと創生総合戦略における４つの基本目標
目標１ 安定した雇用環境を創出する 
目標２ 新しい人の流れをつくる
目標３ 結婚・妊娠・出産・子育て支援と地域で子どもを育む環境を整備する 
目標４ 夢おおい未来をめざし活力にみちたまちをつくる 

将来にわたって「活力ある地域社会」の実現

大井町戦略事業（第２期大井町まち・ひと・しごと創生総合戦略）第2章
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３．戦略事業

（１）協働プロジェクトの推進
人口減少・少子高齢化社会においても、地域コミュニティを維持し、活力が溢れる魅力的な「大井町」をめざ

します。
行政情報やイベント情報などの情報発信を積極的に行うとともに、町のイベント等における町民との連携、地

域活動に対する支援、人材育成などを実施しながら、行政、事業者、地域が一体となって協働によるまちづくり
に取り組みます。

■事業目標

指標 現状値 目標値

まちづくり活動に関心がある割合※ 57.0％
（2019 年）

70％
（2024 年）

※「�大井町まちづくりアンケート調査」における「地域づくりやまちづくり活動に関心がありますか」の問いに「関心がある」及び「まあ関心
がある」と回答する割合

■戦略事業に紐づく主な基本計画における施策

情報の共有　【32頁】

まちづくりへの町民参加　【34頁】

人づくりの推進　【36頁】

■施策に期待される効果（ゴール）

• 地域の「つながり」が創出・強化され、人口減少・少子高齢化社会においても、「住み続けたい」
と思う活力あるまちづくりが行われています。

■取り組みにより貢献できる主なＳＤＧ s の目標

（２）持続可能な生活環境の整備
地震や風水害などの災害に備え、防災啓発、災害等へ備えた基盤整備を行うとともに、新型コロナウイルスな

どの感染症を想定した「新しい生活様式」をふまえた安全・安心で住みよいまちづくりをめざします。　
また、再生可能エネルギー※の活用や新たな地域公共交通のネットワークの形成を推進するとともに、大井中
央土地区画整理事業により造成された土地の活用を促進し、地域活性化に向けた拠点形成に取り組みます。

■事業目標

指標 現状値 目標値

人口の社会増減 111 人
（2019 年）

400 人
（2021 年～ 2025 年累計）

大井町が住みよいと感じる割合※ 60.7％
（2019 年）

70％
（2024 年）

※「�大井町まちづくりアンケート調査」における「大井町は、住みよいところですか」の問いに「住みよい」及び「まあ住みよい」と回答する
割合

■戦略事業に紐づく主な基本計画における施策

地域医療　【64頁】

地域防災対策　【76頁】

市街地の整備　【84頁】

道路・水路　【88頁】

地域公共交通　【94頁】

低炭素・循環型社会　【98頁】

情報化の推進　【120 頁】

■施策に期待される効果（ゴール）

•「安全」・「安心」で誰もが暮らしやすく、“ 住みよい ” まちづくりをめざします。
• 環境負荷の少ない暮らしを通じて、地球環境を未来に「つないで」いきます。
• 人々の暮らしの基盤となる公共交通の利便性が向上し、生活インフラへのアクセスが確保されてい

ます。
■取り組みにより貢献できる主なＳＤＧ s の目標

※再生可能エネルギー
�再生可能エネルギーとは、太陽光・風力・水力・地熱などの自然界に存する熱・バイオマス等のエネルギー源。非化石エネルギー源のうち、
エネルギー源として永続的に利用することができると認められるもののこと。
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（３）教育・子育て環境の充実
子育てしやすい環境を整備し、大井町の次世代を担う子どもたちを健やかに育めるように、妊娠期から出産・

子育て期の様々なニーズに対してワンストップで支援を行うとともに、子どもを取り巻く環境の変化をふまえた教
育・保育の整備・充実に取り組みます。

■事業目標
指標 現状値 目標値

合計特殊出生率 1.16
（2017 年）

1.33※
（2025 年）

【再掲】大井町が住みよいと感じる割合 60.7％
（2019 年）

70％
（2024 年）

※総合計画における目標人口達成のための目標値（大井町人口ビジョン引用）

■戦略事業に紐づく主な基本計画における施策

幼稚園教育　【42頁】

保育園運営　【44頁】

小・中学校教育　【46頁】

子育て支援　【58頁】

■施策に期待される効果（ゴール）

• 安心して子育てができる環境と子どもが健やかに成長できる環境が整備されています。

■取り組みにより貢献できる主なＳＤＧ s の目標

（４）地域特性を活かした産業の創出と魅力の発信
相和地域の里山や酒匂川周辺の田園風景など、本町の地域特性である豊かな自然環境や多様な農作物を活か

した６次産業化※や交流体験事業の推進により観光産業の創出を図り、町の魅力を広く発信するとともに本町への
誘客及び関係人口の創出につなげます。
また、新たな企業の誘致を促進し、雇用の創出につなげます。

■事業目標

指標 現状値 目標値

観光入込客数
468,817 人 470,000 人

（2019 年） （2025 年）

■戦略事業に紐づく主な基本計画における施策

農業　【106 頁】

商業・工業　【110 頁】

観光　【114 頁】

■施策に期待される効果（ゴール）

• 地域資源を活かした産業の取り組みが進み、町の魅力が町内外に発信されています。
• 「大井町」の持つ魅力に気づき、発信し、“ つないでいく ” 町民が増えています。

■取り組みにより貢献できる主なＳＤＧ s の目標

※ 6 次産業化
�1次産業としての農林漁業と、2次産業としての製造業、3次産業としての小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、農山漁
村の豊かな地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取り組みのこと。これにより農山漁村の所得の向上や雇用の確保をめざしている。
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施策別計画第3章

１．施策別計画とは
「施策別計画」は、基本構想に掲げたまちづくりの目標（将来像）を達成するために示した「まちづくりの方針」
の６つの柱とそれに紐づく分野に基づき取り組む施策を示したものです。
施策ごとの「現状と課題」、課題の解決に向けた「施策の方向」や施策の進捗状況を測るための「施策の目標」

を設定しています。この目標による施策の進捗管理を行うことで、達成に向けた事業の見直しを行います。

２．施策一覧

（１）地域がつながり地域で育むまち
①協働
施策１　情報の共有�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ �������32
施策２　まちづくりへの町民参加�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
施策３　人づくりの推進�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
施策４　自治活動�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
施策５　平等な社会の形成・�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

②教育
施策１　幼稚園教育�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
施策２　保育園運営�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
施策３　小・中学校教育� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
施策４　青少年の育成�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

③文化
施策１　学習機会の充実�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
施策２　生涯スポーツ�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
施策３　文化財の保護と活用� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

（２）みんなが笑顔になれるまち
①子育て
施策１　子育て支援�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58

②健康
施策１　健康づくり�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
施策２　地域医療�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64

③福祉
施策１　地域福祉�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66
施策２　高齢者福祉�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68
施策３　障がい者（児）福祉�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
施策４　社会保障�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72

（３）みんなで取り組む安全・安心のまち
①安全・安心
施策１　消防・救急対策� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74
施策２　地域防災対策�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76
施策３　防犯対策�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78
施策４　交通安全対策�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
施策５　消費生活�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82

（４）将来を見据えた社会基盤と環境のバランスがとれたまち
①社会基盤
施策１　市街地の整備�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84
施策２　道路・水路� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88
施策３　上水道�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90
施策４　下水道�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92
施策５　地域公共交通�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94
施策６　公共施設�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96

②環境
施策１　低炭素・循環型社会� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98
施策２　環境共生�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100
施策３　生活衛生�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102
施策４　公園・緑地� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104

（５）地域の特性を活かした産業による交流が活発なまち
①農業・商業・工業
施策１　農業�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106
施策２　商業・工業� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110

②観光
施策１　観光�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114

（６）計画を実現できるまち
①行財政運営
施策１　行政運営�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116
施策２　財政運営�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118
施策３　情報化の推進�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120

②広域行政
施策１　広域行政�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122
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３．施策別計画の見方

施策の目標

施策における主な事業の展開と役割分担

主な事業の展開
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第3編 前期基本計画　
第３編 前期基本計画① 協働

（１）地域がつながり地域で育むまち

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

情報の発信
情報発信ツール数の増加
透明性・公開性の高い情報開示

情報の拡散

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

ＳＮＳによる情報発信

ホームページによる
情報発信

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

情報発信ツール数 5 個 7 個

ホームページアクセス数 222,500 回 240,000 回

1 情報の共有
現状と課題

町民・議会・行政が連携・協力した協働のま
ちづくりを進めていくためには、大井町自治基
本条例や大井町情報公開条例に基づき、個人
情報の保護に配慮をしながらも、まちづくりに
関する情報を提供し、町民の意見やニーズを適
切に受け止めていくことが大切です。

本町では、ＳＮＳなどの広報機能の充実を図り、
町のホームページや広報紙での情報提供に努め
るとともに、町政について話し合える場（懇話
会など）や、「わたしの提案・意見」により町民
の意見やニーズの把握に努めてきました。

今後もこうした施策に取り組むとともに、本
計画における各施策を推進するため、町民に町
政への関心や興味を持ってもらえるよう、まち
づくりを進める上で必要不可欠な情報を町民に
わかりやすく、スピード感をもって適切なタイミ
ングで提供できるような環境を整備していく必
要があります。

※ SNS　ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）の略。登録された利用者同士が交流できる Web サイトの
会員制サービスのこと。
※知る権利　民主主義社会における国民主権の基盤として、国が管理・保有している情報に国民が自由に接することができる権利のこと。
表現の自由の保障を定めた憲法 21 条が、知る権利の保障となっている。

施策の方向
行政情報の提供方法や内容の充実を図るとと

もに町が保有する情報の透明性や公開性を高め
ます。

また、町民の意見やニーズを受け止め、町政
に活かし、本計画における各施策を推進します。

情報の発信（協働推進課）

ＳＮＳ※など時代に即したツールの活用による広
報機能の充実を図るとともに、広報紙、町ホー
ムページや地域情報誌などを活用して町内外へ
積極的に情報を発信します。

町民ニーズの把握（協働推進課）

町民と町とが町政について話し合える場（懇
話会など）の提供や「わたしの提案・意見」制
度の充実を図り、幅広い層からの町民の意見や
ニーズを把握し、町政に活かします。

情報公開の推進（総務課）

町民の知る権利※を保障するとともに、守られ
る情報としての個人情報に配慮をした上で、情
報公開条例に基づいた情報の公開を推進しま
す。いつでも、だれでも、気軽に情報が共有で
きるように、行政情報の透明性・公開性を高め
ていきます。

事業推進

事業推進

施策の目標

施策における主な事業の展開と役割分担

主な事業の展開
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（１）地域がつながり地域で育むまち

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

情報の発信
情報発信ツール数の増加
透明性・公開性の高い情報開示

情報の拡散

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

ＳＮＳによる情報発信

ホームページによる
情報発信

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

情報発信ツール数 5 個 7 個

ホームページアクセス数 222,500 回 240,000 回

1 情報の共有
現状と課題

町民・議会・行政が連携・協力した協働のま
ちづくりを進めていくためには、大井町自治基
本条例や大井町情報公開条例に基づき、個人
情報の保護に配慮をしながらも、まちづくりに
関する情報を提供し、町民の意見やニーズを適
切に受け止めていくことが大切です。

本町では、ＳＮＳなどの広報機能の充実を図り、
町のホームページや広報紙での情報提供に努め
るとともに、町政について話し合える場（懇話
会など）や、「わたしの提案・意見」により町民
の意見やニーズの把握に努めてきました。

今後もこうした施策に取り組むとともに、本
計画における各施策を推進するため、町民に町
政への関心や興味を持ってもらえるよう、まち
づくりを進める上で必要不可欠な情報を町民に
わかりやすく、スピード感をもって適切なタイミ
ングで提供できるような環境を整備していく必
要があります。

※ SNS　ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）の略。登録された利用者同士が交流できる Web サイトの
会員制サービスのこと。
※知る権利　民主主義社会における国民主権の基盤として、国が管理・保有している情報に国民が自由に接することができる権利のこと。
表現の自由の保障を定めた憲法 21 条が、知る権利の保障となっている。

施策の方向
行政情報の提供方法や内容の充実を図るとと

もに町が保有する情報の透明性や公開性を高め
ます。

また、町民の意見やニーズを受け止め、町政
に活かし、本計画における各施策を推進します。

情報の発信（協働推進課）

ＳＮＳ※など時代に即したツールの活用による広
報機能の充実を図るとともに、広報紙、町ホー
ムページや地域情報誌などを活用して町内外へ
積極的に情報を発信します。

町民ニーズの把握（協働推進課）

町民と町とが町政について話し合える場（懇
話会など）の提供や「わたしの提案・意見」制
度の充実を図り、幅広い層からの町民の意見や
ニーズを把握し、町政に活かします。

情報公開の推進（総務課）

町民の知る権利※を保障するとともに、守られ
る情報としての個人情報に配慮をした上で、情
報公開条例に基づいた情報の公開を推進しま
す。いつでも、だれでも、気軽に情報が共有で
きるように、行政情報の透明性・公開性を高め
ていきます。

事業推進

事業推進

3．施策別計画の見方

① 柱・分野・施策の番号と名称
上から順に、柱（大項目）、分野（中項目）、施策（小項目）の番号と名称を掲載しています。

② 現状と課題
施策に関するこれまでの大井町における現状と、今後取り組む必要のある事項や課題を掲載しています。

③ 施策の方向
施策の課題を解決するため、必要な施策の方向を記載しています。また、基本計画における各施策とＳＤＧｓとの関わりを
示すため、17の目標のうち紐づくＳＤＧｓの目標を掲載しています。

④ 施策の目標
施策ごとに進捗状況を測るための指標と目標値を設定し掲載しています。この進捗状況に対する事業の評価・検証を行
うことで、PDCAサイクルによる効率的・効果的な事業の構築につなげます。原則として現状値は2019年度、目標値は
2025年度としています。
※新型コロナウイルスなどの感染症などによる社会変化の影響を受ける場合があります。

⑤ 施策における主な事業の展開と役割分担
施策の目標の達成に向けた主な事業の実施時期と、施策推進・目標達成に向けて連携・協働して取り組むため、行政と町
民の役割分担について掲載しています。

①

② ③

④

⑤

施策の目標

施策における主な事業の展開と役割分担

主な事業の展開
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第3編 前期基本計画　
第３編 前期基本計画① 協働

（１）地域がつながり地域で育むまち

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

情報の発信
情報発信ツール数の増加
透明性・公開性の高い情報開示

情報の拡散

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

ＳＮＳによる情報発信

ホームページによる
情報発信

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

情報発信ツール数 5 個 7 個

ホームページアクセス数 222,500 回 240,000 回

1 情報の共有
現状と課題

町民・議会・行政が連携・協力した協働のま
ちづくりを進めていくためには、大井町自治基
本条例や大井町情報公開条例に基づき、個人
情報の保護に配慮をしながらも、まちづくりに
関する情報を提供し、町民の意見やニーズを適
切に受け止めていくことが大切です。

本町では、ＳＮＳなどの広報機能の充実を図り、
町のホームページや広報紙での情報提供に努め
るとともに、町政について話し合える場（懇話
会など）や、「わたしの提案・意見」により町民
の意見やニーズの把握に努めてきました。

今後もこうした施策に取り組むとともに、本
計画における各施策を推進するため、町民に町
政への関心や興味を持ってもらえるよう、まち
づくりを進める上で必要不可欠な情報を町民に
わかりやすく、スピード感をもって適切なタイミ
ングで提供できるような環境を整備していく必
要があります。

※ SNS　ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）の略。登録された利用者同士が交流できる Web サイトの
会員制サービスのこと。
※知る権利　民主主義社会における国民主権の基盤として、国が管理・保有している情報に国民が自由に接することができる権利のこと。
表現の自由の保障を定めた憲法 21 条が、知る権利の保障となっている。

施策の方向
行政情報の提供方法や内容の充実を図るとと

もに町が保有する情報の透明性や公開性を高め
ます。

また、町民の意見やニーズを受け止め、町政
に活かし、本計画における各施策を推進します。

情報の発信（協働推進課）

ＳＮＳ※など時代に即したツールの活用による広
報機能の充実を図るとともに、広報紙、町ホー
ムページや地域情報誌などを活用して町内外へ
積極的に情報を発信します。

町民ニーズの把握（協働推進課）

町民と町とが町政について話し合える場（懇
話会など）の提供や「わたしの提案・意見」制
度の充実を図り、幅広い層からの町民の意見や
ニーズを把握し、町政に活かします。

情報公開の推進（総務課）

町民の知る権利※を保障するとともに、守られ
る情報としての個人情報に配慮をした上で、情
報公開条例に基づいた情報の公開を推進しま
す。いつでも、だれでも、気軽に情報が共有で
きるように、行政情報の透明性・公開性を高め
ていきます。

事業推進

事業推進

施策の目標

施策における主な事業の展開と役割分担

主な事業の展開
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第3編 前期基本計画　
第３編 前期基本計画① 協働

（１）地域がつながり地域で育むまち

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

情報の発信
情報発信ツール数の増加
透明性・公開性の高い情報開示

情報の拡散

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

ＳＮＳによる情報発信

ホームページによる
情報発信

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

情報発信ツール数 5 個 7 個

ホームページアクセス数 222,500 回 240,000 回

1 情報の共有
現状と課題

町民・議会・行政が連携・協力した協働のま
ちづくりを進めていくためには、大井町自治基
本条例や大井町情報公開条例に基づき、個人
情報の保護に配慮をしながらも、まちづくりに
関する情報を提供し、町民の意見やニーズを適
切に受け止めていくことが大切です。

本町では、ＳＮＳなどの広報機能の充実を図り、
町のホームページや広報紙での情報提供に努め
るとともに、町政について話し合える場（懇話
会など）や、「わたしの提案・意見」により町民
の意見やニーズの把握に努めてきました。

今後もこうした施策に取り組むとともに、本
計画における各施策を推進するため、町民に町
政への関心や興味を持ってもらえるよう、まち
づくりを進める上で必要不可欠な情報を町民に
わかりやすく、スピード感をもって適切なタイミ
ングで提供できるような環境を整備していく必
要があります。

※ SNS　ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）の略。登録された利用者同士が交流できる Web サイトの
会員制サービスのこと。
※知る権利　民主主義社会における国民主権の基盤として、国が管理・保有している情報に国民が自由に接することができる権利のこと。
表現の自由の保障を定めた憲法 21 条が、知る権利の保障となっている。

施策の方向
行政情報の提供方法や内容の充実を図るとと

もに町が保有する情報の透明性や公開性を高め
ます。

また、町民の意見やニーズを受け止め、町政
に活かし、本計画における各施策を推進します。

情報の発信（協働推進課）

ＳＮＳ※など時代に即したツールの活用による広
報機能の充実を図るとともに、広報紙、町ホー
ムページや地域情報誌などを活用して町内外へ
積極的に情報を発信します。

町民ニーズの把握（協働推進課）

町民と町とが町政について話し合える場（懇
話会など）の提供や「わたしの提案・意見」制
度の充実を図り、幅広い層からの町民の意見や
ニーズを把握し、町政に活かします。

情報公開の推進（総務課）

町民の知る権利※を保障するとともに、守られ
る情報としての個人情報に配慮をした上で、情
報公開条例に基づいた情報の公開を推進しま
す。いつでも、だれでも、気軽に情報が共有で
きるように、行政情報の透明性・公開性を高め
ていきます。

事業推進

事業推進

3．施策別計画の見方

① 柱・分野・施策の番号と名称
上から順に、柱（大項目）、分野（中項目）、施策（小項目）の番号と名称を掲載しています。

② 現状と課題
施策に関するこれまでの大井町における現状と、今後取り組む必要のある事項や課題を掲載しています。

③ 施策の方向
施策の課題を解決するため、必要な施策の方向を記載しています。また、基本計画における各施策とＳＤＧｓとの関わりを
示すため、17の目標のうち紐づくＳＤＧｓの目標を掲載しています。

④ 施策の目標
施策ごとに進捗状況を測るための指標と目標値を設定し掲載しています。この進捗状況に対する事業の評価・検証を行
うことで、PDCAサイクルによる効率的・効果的な事業の構築につなげます。原則として現状値は2019年度、目標値は
2025年度としています。
※新型コロナウイルスなどの感染症などによる社会変化の影響を受ける場合があります。

⑤ 施策における主な事業の展開と役割分担
施策の目標の達成に向けた主な事業の実施時期と、施策推進・目標達成に向けて連携・協働して取り組むため、行政と町
民の役割分担について掲載しています。

①

② ③

④

⑤
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施策における主な事業の展開と役割分担
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（１）地域がつながり地域で育むまち

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

情報の発信
情報発信ツール数の増加
透明性・公開性の高い情報開示

情報の拡散

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

ＳＮＳによる情報発信

ホームページによる
情報発信

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

情報発信ツール数 5 個 7 個

ホームページアクセス数 222,500 回 240,000 回

1 情報の共有
現状と課題
町民・議会・行政が連携・協力した協働のま

ちづくりを進めていくためには、大井町自治基
本条例や大井町情報公開条例に基づき、個人
情報の保護に配慮をしながらも、まちづくりに
関する情報を提供し、町民の意見やニーズを適
切に受け止めていくことが大切です。
本町では、ＳＮＳなどの広報機能の充実を図り、

町のホームページや広報紙での情報提供に努め
るとともに、町政について話し合える場（懇話
会など）や、「わたしの提案・意見」により町民
の意見やニーズの把握に努めてきました。
今後もこうした施策に取り組むとともに、本

計画における各施策を推進するため、町民に町
政への関心や興味を持ってもらえるよう、まち
づくりを進める上で必要不可欠な情報を町民に
わかりやすく、スピード感をもって適切なタイミ
ングで提供できるような環境を整備していく必
要があります。

※ SNS　ソーシャルネットワーキングサービス（Social�Networking�Service）の略。登録された利用者同士が交流できるWebサイトの
会員制サービスのこと。
※知る権利　民主主義社会における国民主権の基盤として、国が管理・保有している情報に国民が自由に接することができる権利のこと。
表現の自由の保障を定めた憲法 21条が、知る権利の保障となっている。

施策の方向
行政情報の提供方法や内容の充実を図るとと

もに町が保有する情報の透明性や公開性を高め
ます。
また、町民の意見やニーズを受け止め、町政

に活かし、本計画における各施策を推進します。

情報の発信（協働推進課）

ＳＮＳ※など時代に即したツールの活用による広
報機能の充実を図るとともに、広報紙、町ホー
ムページや地域情報誌などを活用して町内外へ
積極的に情報を発信します。

町民ニーズの把握（協働推進課）

町民と町とが町政について話し合える場（懇
話会など）の提供や「わたしの提案・意見」制
度の充実を図り、幅広い層からの町民の意見や
ニーズを把握し、町政に活かします。

情報公開の推進（総務課）

町民の知る権利※を保障するとともに、守られ
る情報としての個人情報に配慮をした上で、情
報公開条例に基づいた情報の公開を推進しま
す。いつでも、だれでも、気軽に情報が共有で
きるように、行政情報の透明性・公開性を高め
ていきます。

事業推進

事業推進
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（１）地域がつながり地域で育むまち

施策の方向
協働のまちづくりを推進するため、町民の自

主的かつ自立的な取り組みをサポートするとと
もに、まちづくりに一人でも多くの町民が関わ
る環境づくりを推進します。

地域活動の促進（協働推進課）

町内団体を対象とした助成制度の充実を図
り、地域活動を促進します。

現状と課題
少子高齢化の進行や人口減少など社会経済

情勢は大きく変化するとともに、地域課題は多
様化し、行政だけでまちづくりを進めていくこと
は困難な状況です。こうした中、地域の活力の
向上及び持続的発展の観点から、地域における
創意工夫と多様な人材の創造力を活用した自主
的かつ自立的な取り組みを推進することが重要
です。そのため、町民と行政の適切な連携の
もと、町民の主体性を活かした協働のまちづく
りを進める必要があります。

2 まちづくりへの町民参加

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

助成事業の充実 地域活動への参加

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

地域活動スタートアップ
助成事業

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

町民主体の新規事業立ち上げ
件数（累計） 2 件 6 件

事業推進事業
見直し
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（１）地域がつながり地域で育むまち

施策の方向
人づくりに積極的に取り組むため、家庭・学校・

地域の連携体制づくりをめざすとともに、地域
社会に貢献できる町民の育成を図ります。

世代間の交流と次代を担う人づくりの
促進（生涯学習課）

地域において世代間の交流の機会と次代を担
う人づくりに関わる場をつくり、広く町民に働き
かけていくとともに、地域の自然や歴史、伝統
文化の保存や継承に対する意識の向上、社会規
範の習得ができるような体制づくりを促進しま
す。

人材の発掘と育成（生涯学習課）

町民が主体となってまちづくりを推進できるよ
う、地域のために自らの能力を提供する人材ボ
ランティアの登録、活用を図るとともに、指導
者として地域の様々な場面で活躍できる人づく
りの促進に努めます。

現状と課題
核家族化や都市化の進行など、様々な社会

変化によって地域の人間関係や連帯感が希薄化
し、社会における人とのつながりが大きく変化
しています。そのため、地域で人づくりを推進
していく機会が少なくなってきています。
このような状況の中で、地域において世代間
の交流の機会や次代を担う人づくりに関わる場
を提供し、積極的な参加を促すとともに、地域
活動を継続・発展させていく必要があります。

3 人づくりの推進

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

人づくりや世代間交流の機会づくり
地域活動に係る人材の紹介

事業への参加
人材の活用

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

人づくりや世代間交流に
関わる事業の推進

学びおおいサポーター
登録制度の推進

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

事業実施回数 ７回 ９回

名簿の登録者数 14 人 20 人

事業推進

事業推進
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第3編 前期基本計画
第３編 前期基本計画① 協働

（１）地域がつながり地域で育むまち

施策の方向
自治活動を支援するとともに、地域活動の拠

点となる集会施設の整備を支援します。

自治活動の支援（協働推進課）

自治会と連携を図るとともに、自治会担当職
員制度※などにより自治活動への支援を行いま
す。
また、町民が積極的に自治活動に参加できる

ような地域コミュニティづくりを図ります。

自治活動拠点の整備支援（協働推進課）

自治会からの要望に基づき、自治活動の拠点
となる集会施設の建替えや改修の支援を行いま
す。

現状と課題
住民の自治会への加入率低下や人口減少、

少子高齢化が進むことによる自治活動の低下な
ど、地域の連帯意識の希薄化が懸念されます。
自治会組織の育成や連携の強化を図るととも
に、文化やスポーツ・レクリエーション、福祉な
どの各種自治活動でのふれあいを通じて、地域
コミュニティづくりを推進していく必要がありま
す。
また、自治活動の拠点となる集会施設の老朽
化に対する支援などをしていく必要があります。

自治活動4

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

自治会担当職員制度の運用
自治会への加入促進（支援）

自治会活動の積極的参加
ボランティア活動への参加

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

自治会担当職員制度の
運用

自治活動の支援及び助成

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

自治会加入率 76% 78%

※自治会担当職員制度　本町内に設立されている１９の自治会それぞれを担当する町職員を配置する制度のこと。

事業推進

事業推進
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（１）地域がつながり地域で育むまち

施策の方向
町民一人ひとりの人権が尊重される差別を許

さない社会に向け、人権意識の啓発を推進し、
男女共同参画社会の実現に向け、町民の意識
啓発を図ります。

人権の尊重（協働推進課）

町民が人権について関心を持てるような啓発
活動や教育を推進し、お互いを認め合う、心の
ふれあうまちをめざします。
また、人権を守るため、人権侵害に関する相
談窓口を引き続き設置します。

男女共同参画社会の推進（協働推進課）

男女が互いに人権を尊重し、個性と能力を十
分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向け
て意識啓発を図ります。

現状と課題
わたしたちは、誰でも平等に社会に参加して、

喜びや生きがいを実感しながら生きていきたい
と願っています。真に豊かな社会とは、人権が
保障され、一人ひとりの人格が受け入れられる
社会と考えられますが、児童・障がい者・高齢
者への虐待、配偶者などへの暴力、いじめ、各
種ハラスメント※など、人権侵害となる問題が後
を絶ちません。
本町では、人権侵害などに関する相談窓口な

どを設け、人権擁護体制の整備や人権教育を
推進してきました。また、男女共同参画への意
識啓発を図り、女性の社会参画を促進していま
す。
さらに、公共空間をはじめ、広報紙やホーム

ページにおいてユニバーサルデザインの導入を
図ってきました。今後も、広報活動などを通じて、
多様化、複雑化する人権問題や男女共同参画
の促進について意識啓発を推進する必要があり
ます。

5 平等な社会の形成

※ハラスメント　①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が
害されるものであり、①から③までの３つの要素を全て満たすもの。

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

人権意識の啓発
相談窓口の設置

人権意識の向上
講演会への参加

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

人権尊重意識の啓発

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

人権街頭キャンペーン
参加人数 600 人 600 人

事業推進
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② 教育
（１）地域がつながり地域で育むまち

1

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

幼稚園・保育園・小学校の連携事業の実施 幼稚園・保育園・小学校の連携事業への参加

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
幼稚園・保育園・

小学校の
連携事業

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

幼稚園・保育園・小学校の
連携事業の促進

（連携事業の実施）
10 回 10 回

現状と課題
近年、核家族化や地域の連帯感の希薄化な

どにより家庭、地域の教育的な役割が機能して
いないことが指摘されています。また、幼児期
における教育・保育の重要性を認識し学校、家
庭、地域が一層の連携を図る必要があります。
幼稚園、保育園、小・中学校の連携により交

流活動の充実や、支援が必要な子どもについて
の情報共有などを行い、幼児教育と小学校教育
との円滑な接続について強めていく必要があり
ます。

幼稚園教育
施策の方向
幼稚園・家庭・地域の一層の連携を図るとと

もに、幼稚園と小学校の連携を深め、小学校教
育への円滑な移行を推進します。

幼児教育の充実（教育総務課）

子どもが様々な活動や集団生活を経験し、自
ら学ぶ力を育んでいけるよう、幼稚園・家庭・
地域の連携を進めていきます。
また、小学校との異学年交流や多様な世代間
交流を行い、幼稚園から小学校への教育が円滑
に行われるよう、関係機関との情報を共有し協
力、連携を進めていきます。
研修会や研究会などの機会を通じて、教員の

資質の向上と幼児の心身の発達に応じた適切な
教育課程の編成に努めます。

幼稚園運営の推進（教育総務課）

急速な少子高齢化の進行、家庭及び地域な
ど、子どもを取り巻く環境の変化をふまえた幼
稚園の運営を推進します。

事業推進
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② 教育
（１）地域がつながり地域で育むまち

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

保育体制の充実
（施設整備事業）

保育内容の充実

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

施設整備事業の実施 民間企業による保育事業への参入
（企業・団体）

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

待機児童数 5 人 0 人

施策の方向
保護者のニーズに対応した子育て支援を実施

するとともに、より質の高い保育所運営を推進
します。

保育体制・内容の充実（子育て健康課）

増え続ける保育ニーズに対応するため、民間
保育所の定員増や誘致及び受け皿拡大を支える
保育士確保のための支援を行い、量的拡充を図
ります。

現状と課題
社会情勢や雇用形態の変化、女性の就業率

の上昇などに伴い、保育所や保育所利用希望
者が増加していることから、利用者のニーズに
対応した保育サービスを提供できる体制づくり
が求められています。
また、子育てと就労の両立を支援するため、
保育体制と内容の充実を図る必要があります。

2 保育園運営

事業推進

事業推進
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② 教育
（１）地域がつながり地域で育むまち

施策の方向
社会の変化に柔軟に対応しながら、学校教育

の充実を図るとともに、教育環境の整備・充実
を推進します。

教育活動の充実（教育総務課）

幼稚園教育要領※や小・中学校学習指導要
領※に基づき、子どもたちが未来社会を切り拓く
ために必要な資質・能力の向上を重視するとと
もに、確かな学力・豊かな心・健やかな体の育
成に努めます。また、組織的な授業改善を推進
することで、学校教育の質の向上と教育課程の
充実を図ります。

情報教育の推進（教育総務課）

ＩＣＴ※環境整備を進め、ＩＣＴを活用した教育の
充実を図ります。また、引き続き情報モラル教
育の推進に努めます。

支援教育の充実（教育総務課）

障がいなどの有無に関わらず、いじめ、不登
校など配慮を必要とする子どもに対して、きめ
細かく対応するために適切な支援を行うととも
に、共生社会の実現に向けインクルーシブ教
育※の推進に努めます。

教育環境の整備・充実（教育総務課）

計画的に施設や設備の改修を行い、長寿命化
を図るとともに、安全で快適な教育環境を整備
します。また、今後の幼稚園・小学校の運営の
あり方について検討します。

現状と課題
本町では、地域との連携・協力を深めながら、

地域の特性を活かした特色ある学校づくり、地
域に開かれた学校づくりなどを進め、個性と人
間性豊かな児童・生徒の育成に努めてきました。
また、支援を必要としている子どもに適正な
教育支援を行うため就学相談の充実を図り、互
いに理解し認め合う社会性・思いやりの心を育
む教育、いじめや不登校などの問題に対応する
教育相談等に努めてきました。
今後、さらなる少子化の進行、情報社会の

進展、急激なグローバル化と価値観やライフス
タイルの多様化等、変化の激しい社会において、
子どもを取り巻く環境も大きく変化・多様化し
てきているため、将来を担う子どもの確かな学
力、豊かな心、健やかな体の調和を重視した�
“ 生きる力 ”をより一層育む教育と社会の変化
に応じた教育の推進を図る必要があります。
また、学校給食を通じて食育を推進するとと

もに、給食の提供に支障をきたさぬように施設
の管理を行う必要があります。

小・中学校教育3 幼稚園、保育園、小中学校連携の充実
（教育総務課）

子どもの資質・能力を育むために、各校種に
おける連携のとれた教育課程の編成に努めると
ともに、校種間における共通活動の理解と情報
交換を推進することで、それぞれの円滑な接続
に努めます。

学校給食の提供と食育の推進 
（学校給食センター）

安全安心な給食の提供と、食材と生産者のつ
ながりに関心を持ってもらうため地場産食材を
活用するとともに、学校給食を通じて食育を推
進します。
また、給食の提供に支障をきたさぬよう老朽
化した設備や備品などの更新を行います。

※幼稚園教育要領　幼稚園の教育課程に関する基準であり、明確な教育内容の目標となる基準として定めたもの。
※学習指導要領　全国のどの地域で教育を受けても一定の水準の教育を受けられるようにするため、学校教育法等に基づき、各学校で教
育課程（カリキュラム）を編成する際の基準として文部科学省で定めた要領のこと。
※ ICT　Information�&�Communications�Technology の略のこと。情報通信技術。
※インクルーシブ教育　英名：inclusive�education�system、署名時仮訳：包容する教育制度、人間の多様性の尊重等の強化、障害者
が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のあ
る者と障害のない者が共に学ぶ仕組みのこと。
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② 教育
（１）地域がつながり地域で育むまち

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

幼稚園・保育園・小中学校の連携事業の実施 幼稚園・保育園・小中学校の連携事業への
参加

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

学力向上支援事業

ＩＣＴ環境整備

幼稚園・保育園・小学校の
連携事業

地場産食材の活用

給食を通じた食育の推進

給食センター施設管理と
備品等の更新

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

学校教育の質の向上
（校内研究会の実施） （校内研究会）46 回 50 回

ＩＣＴ環境の充実（大型提示装置・
実物投影機の整備）

大型提示装置　55 台
実物投影機　　14 台

大型提示装置：小中学校の普
通教室に 1 台
実物投影機：小学校の普通教
室に 1 台

ＩＣＴ支援員：各学校に 1 人配置

【再掲】幼稚園・保育園・小学校
の連携事業の促進

（連携事業の実地）
10 回 10 回

地場産野菜の使用率（重量） 36.6% 39%

地場産米の使用月数 ― 2 月

給食時間等の幼稚園や学校への
訪問回数 42 回 50 回
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② 教育
（１）地域がつながり地域で育むまち

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

地区青少年育成会及び青少年指導員協議会へ
の支援
社会環境浄化活動の推進
ジュニアリーダーの育成
野外体験事業の開催

野外体験事業への参加

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

地区青少年育成会への
支援

野外体験事業の開催

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

青少年事業の参加人数 5,267 人 5,530 人

施策の方向
社会の変化に対応できる資質と意欲をもち、

広い視野をもった青少年を育成するため、学校・
家庭・地域などとの連携を図りながら、広く町
民の理解と協力を得て、青少年の健全育成を推
進します。

健全な青少年の育成（生涯学習課）

情報化の進展でＳＮＳなどを通じて不特定多数
の人との交流により非行や犯罪につながる危険性
を防ぐため、青少年の地域行事への積極的な参
加の促進や夜間パトロールの実施をすることで、
地域全体で青少年を守り支え育てていきます。

現状と課題
近年の情報化の急速な進展などにより、青少

年を取り巻く環境が大きく変化しています。こ
のような情報化の進展は、生活に豊かさをもた
らしている一方で、青少年の健全な育成に有害
な情報も多く、非行や犯罪につながる危険性も
考えられます。
青少年の健全育成の重要性について、町民

一人ひとりの認識を深め、学校、家庭、地域社
会などが連携し、地域全体が協力して取り組ん
でいくことが必要です。
本町ではこれまで、地域の各種団体との連携

のもと、青少年の地域行事への積極的な参加
の促進や長期休暇中の夜間パトロールの実施な
どに努めてきました。
また、青少年の体験活動を積極的に促し、集
団活動を通じて連帯感を深めるとともに、助
け合いの精神を養うことができるキャンプやス
キーなどを開催してきました。
今後もこれらの活動や様々な行事のさらなる

充実を図りながら、青少年がのびのびと健やか
に成長することを実現するために、地域全体が
一致協力して取り組んでいくことが必要です。

青少年の育成4

事業推進

事業推進
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第３編 前期基本計画
第3編 前期基本計画　

③ 文化
（１）地域がつながり地域で育むまち

1 学習機会の充実
現状と課題
一人ひとりが、それぞれのライフステージに

応じて文化やスポーツ、芸能活動、趣味、ボラ
ンティア活動などから生きがいを見出し、生き
生きと楽しく生涯を通じて学んでいくことが求め
られています。
本町では、一人ひとりが、ともに学び、とも

に活動することで学習機会の充実と地域の交流
を図っています。
今後も引き続き、学習機会の提供、自主的

な学習の支援、地域に根ざした学習環境づくり
を推進し、子どもから高齢者までが地域に親し
み、ともに学習できる場の提供を推進していく
必要があります。

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

生涯学習活動機会の提供
図書館事業の情報提供
各種教室の開催及び出前講座の提供

生涯学習活動への参加
家庭・地域・教育機関と連携して図書館活動の
参加
夏休み期間を利用した各種教室（チャレンジ
ウィーク）への参加

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

生涯学習活動の充実と
機会の提供

読書活動の充実

町民による主体的な
講座・教室の開催

地域のニーズに即した
出前講座の実施

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

生涯学習センターの年間利用率 30.3％ 35.6％

そうわ会館の年間利用率 20.8％ 24.3％

図書館利用登録者数（人） 5,972 人 6,100 人

図書貸出冊数（冊 / 日） 260 冊 280 冊

教室等の開催回数 23 回 25 回

出前講座実施回数 40 回 50 回

施策の方向
町民が地域に親しみ、ともに学習できる場を

提供するため、学習活動への支援や学習基盤の
整備及び地域に根ざした学習の環境づくりを推
進します。

学習機会の提供（生涯学習課）
大井町生涯学習推進計画に基づき、子どもか

ら高齢者まで、いつでも学習できる場や情報の
提供を推進するとともに、各施設の窓口や町広
報紙、町ホームページを効果的に活用し、講座
などの情報を提供します。
また、町民が安全に安心して利用できるよう
施設の整備と適正な維持管理を推進し、効率的
な運営を図ります。

自主的な学習支援（生涯学習課）
町民の多様なニーズに応じた各種教室などの

設置に向け、町民による自主的な講座・教室の
開催を支援します。
また、各種団体の連携の強化や団体リーダー
の育成など、活発な学習活動を推進します。

地域に根ざした学習環境づくり 
（生涯学習課）

地域に関心を持ち、地域の良さを学ぶ機会の
充実を図り、地域に根ざした学習環境づくりを
推進します。

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進
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主な事業の展開
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第３編 前期基本計画
第3編 前期基本計画　

③ 文化
（１）地域がつながり地域で育むまち

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

スポーツ大会及び教室の
開催

スポーツ大会への参加促進

スポーツ施設の開放

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

運動の場の提供 
（出前講座・ニュースポーツ講習会）
総合体育館の利用促進

健康づくりへの関心
各種スポーツ大会や教室への参加
運動施設の活用

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

スポーツ大会及び教室への
参加者数 781 人 900 人

スポーツ大会派遣人数 228 人 240 人

総合体育館利用者数 63,488 人 70,000 人

学校体育施設利用者数 42,547 人 43,000 人

施策の方向
スポーツ拠点の整備や各種スポーツ大会の開

催、指導者・団体の育成、推進体制の強化を通
じて、町民の健康増進、地域交流の場の提供、
競技者の競技力向上を推進します。

生涯スポーツ活動の充実（生涯学習課）

町民ニーズをふまえながら、子どもから高齢
者まで気軽に参加できるスポーツ活動の機会を
提供するとともに、スポーツ団体の育成と支援
を通じて地域に根ざしたスポーツ環境づくりに努
め、スポーツ人口の増加を図ります。
また、県などが主催する大会へ積極的に参加

するとともに、指導者の育成と選手が活躍でき
る環境づくりに努め、競技力の向上を図ります。

スポーツ施設の充実（生涯学習課）

スポーツ施設を多くの町民が有効かつ効率
的に利用し、町民の健康づくりへ活かせるよう、
各スポーツ施設の適切な維持管理に努め、体育
施設の開放を引き続き推進します。
総合体育館については、施設の改修を進め、

適切な管理、運営方法のあり方を検討すること
で、利用者の利便性、施設の利用率の向上など
を図ります。
指定管理者制度※を導入した山田総合グラウ

ンドについては、引き続き適切な管理、運営方
法のあり方を検討し、施設利用率の向上を図り
ます。

現状と課題
近年、未病※改善促進のためのスポーツ習慣

化など、健康づくりへの関心が高まっています。
本町では、町民の健康増進、地域交流の場

の提供、競技者の競技力向上を目的に、町内団
体と協力して各種スポーツ大会や教室を開催す
るとともに、学校体育施設の開放、ニュースポー
ツ普及などスポーツ振興に努めてきました。
今後も、スポーツ振興を通じて町民の健康増

進、地域交流の場の提供、競技者の競技力向
上を図る必要があります。

2 生涯スポーツ

※未病　東洋医学の概念の中にある言葉で、健康と病気の間の状態のこと。病気になる前に「未病」を改善することで、病気を防ぐことに
つながる。
※指定管理者制度　住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設について、民間事業者等が有するノ
ウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するため、2003年9月に�
設けられた制度のこと。

事業推進

事業推進

事業推進
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第３編 前期基本計画
第3編 前期基本計画　

③ 文化
（１）地域がつながり地域で育むまち

※重要文化財　日本の長い歴史の中で生まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な国民的財産のうち、文化財保護法に基づき登録された
もの。国は重要文化財に対して、現状変更や輸出などについて一定の制限を課す一方、保存修理や防災施設の設置、史跡等の公有化等に
対し補助を行うことにより、文化財の保存を図っている。

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

文化財保護委員による適正な保護方法の検討
指定文化財に対する維持管理費への助成
文化財の活用方法の検討
文化財の啓発と支援

文化財啓発事業への参加

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
文化財保護委員による
適正な保護・活用方法の

検討

指定文化財に対する
維持管理の助成

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

文化財保護に対する助成件数 15 件 15 件

文化財を活用した事業件数 ０件 １件

施策の方向
文化財の適正な保護と管理体制を整え、生涯

学習などへの活用を推進します。

文化財の保護と活用（生涯学習課）

文化財を保護しつつそれらを紹介した冊子、
案内板などの整備等を行うことで、文化財に親
しみ、郷土を学び、誇りを醸成するような環境
づくりを推進します。

現状と課題
本町には、土偶形容器や往生要集といった国

指定重要文化財※をはじめ、多くの有形・無形
文化財があります。近年、町民がそれらに親し
む機会が少なくなってきていますが、郷土を学
び、誇りを醸成するような環境づくりを推進す
るとともに、町の資源としての文化財を適正に
保護・管理・活用していく必要があります。

文化財の保護と活用3

事業推進

事業推進
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第3編 前期基本計画　
① 子育て

（2）みんなが笑顔になれるまち

1
施策の方向
少子化や核家族化の進行、地域社会の変化

など、子どもや子育てをめぐる環境が大きく変
化する中で、家庭や地域における子育て機能の
低下や、子育て中の親の孤独感や不安感の増
大などに対応するため、子育て世代包括支援セ
ンター（ネウボラ）※等の運営を充実させ、妊娠
期から出産・子育て期の様々なニーズに対し、
ワンストップ拠点として総合的に支援していきま
す。また、母子保健から児童福祉へ連携するこ
とで、児童虐待の早期発見や防止対策を強化し
ていきます。
現在、高校生までが対象となっている子ども

の医療費について、引き続き助成を行っていき
ます。
老朽化する公立施設については、施設の更新、

統廃合を含め早急に方向性を決定します。
現在小学校６年生までが対象となっている放

課後児童クラブ※について、待機児童が出ない
よう充実を図っていきます。

子育てへの支援（子育て健康課）

育児相談や親子の交流促進の場として、子育
て支援センターの健全な運営を推進することで、
子育ての孤立感や負担感の解消を図り、子育て
家庭を地域で支える支援拠点をめざします。
また、地域で相互援助活動を行うファミリー

サポートセンターを充実させるため、広報紙な
どにより普及啓発を行い、支援会員の増員を図
ります。

現状と課題
近年、核家族化やひとり親世帯の増加を背景

に、子育てに対する不安や負担感が増大してい
るため、保育や子育て支援サービスへの要望は
多様化しています。安心して妊娠、出産、子育
てができるようにするためには、妊産婦と乳幼
児の健康の保持・増進に関する包括的な支援を
行うなど、妊娠期から乳幼児期まで切れ目のな
い支援を行う必要があります。また、子育てに
関する不安や負担感を軽減・解消するため、健
康相談や育児相談の充実を図る必要がありま
す。
「子ども・子育て支援法」に基づき、「第２期
大井町子ども・子育て支援事業計画」を策定し
ており、個々の課題への着実な対応が求められ
ています。

子育て支援 母子保健事業の充実（子育て健康課）

子育て世代包括支援センター（ネウボラ）に
おいて、安心して子どもを産み育てられ、子育
てに関する不安や悩みを継続的に相談しやすい
体制や環境を整備します。また、引き続き保護
者が安心して育児を行えるよう、乳幼児健康診
査や育児教室などにおける知識の普及や相談の
充実を図り、支援していきます。
また、子どもの健康問題についての取り組み

を強化し、次代を担う若い世代の健全な育成を
支えていくため、大井町子どもの健康づくりネッ
トワーク推進協議会のもと、引き続き関係機関
とのネットワークの充実を図り、思春期保健や
支援の必要な子どもへのフォローアップを充実
させます。

子どもの医療、手当制度の実施 
（子育て健康課）

安心して子どもを産み育てられる生活を支援
するため、国・県の補助基準を考慮しつつ、子
どもの医療の助成及び手当制度や、第３子以降
を出産された方への出産祝い金の支給を継続的
に実施します。

放課後児童健全育成の推進 
（子育て健康課）

保護者の就労などにより放課後留守家庭にな
る小学生を対象に、放課後及び長期休業期間の
一定時間を預かり、児童に適切な遊びや生活の
場を提供することで児童の健全育成と安全確保
を図っていきます。

虐待防止対策の充実（子育て健康課）

乳幼児全戸訪問事業や養育支援訪問事業に
おいて、児童虐待防止の視点を強化し、早期に
発見して適切な支援活動を行うとともに、育児
負担の軽減や養育者の孤立化を防ぐことを目的
として、地域の育児支援機関につなげていきま
す。
また、大井町要保護児童対策地域協議会※の

もと、関係機関などとネットワーク体制を構築し
た上で、福祉関係者にとどまらず保健、医療、
教育、警察、民生委員児童委員等がそれぞれ
の役割を明確化し、連携を図りながら児童虐待
の未然防止に努めます。

※子育て世代包括支援センター（ネウボラ）　妊産婦・乳幼児等の状況を継続的・包括的に把握し、妊産婦や保護者の相談に保健師等の
専門家が対応するとともに、必要な支援の調整や関係機関と連絡調整するなどして、妊娠から就園まで、妊産婦、乳幼児、子育て世帯等
に対して支援を行う場所のこと。「ネウボラ」は、フィンランド語で「アドバイスの場所」を意味する。
※放課後児童クラブ　児童福祉法第 6 条の3第 2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児
童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの。
※大井町要保護児童対策地域協議会　児童福祉法（昭和 22年法律164号）第 25 条に基づく、虐待などから保護や支援を要する要保護
児童等の早期発見や適切な保護や支援を図るために、関係機関がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応し
ていくための法定協議会のこと。要保護児童等に関し、関係者間で守秘義務を負う中で情報交換と支援の協議を行う機関。



施策における主な事業の展開と役割分担

主な事業の展開

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

子育て家庭の交流の場や、育児中のリフレッ
シュの場の提供
イベントによる親子遊びのきっかけづくり
要保護家庭などへの個別支援
小学生の放課後預かりの実施

乳幼児健康診査や育児教室への参加
ネウボラや子育て支援センターの利用
子育てに関する情報収集、拡散
子育てサークルの立ち上げ、運営

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

子育て支援センターの
運営の充実

要保護児童対策地域協議会
の開催

放課後児童健全育成の推進
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第３編 前期基本計画
第3編 前期基本計画　

① 子育て
（2）みんなが笑顔になれるまち

施策の目標

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

子育て支援センター
施設利用者数 5,365 人 5,700 人

要保護児童対策地域協議会の
開催 5 回 5 回

放課後児童クラブの待機児童数 0 人 0 人

事業推進

事業推進

事業推進
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第3編 前期基本計画　第3編 前期基本計画　
② 健康

（2）みんなが笑顔になれるまち

1 健康づくり
現状と課題
近年の健康志向の高まりなどにより、健康づ

くりに関する個人の知識や認識は改善されてい
ますが、実際に健康的な生活習慣に向けて行
動変容する方は多くない状況です。そのような
中、誰もが生涯を通じて健康に暮らすことがで
きるよう、体験型の健康づくり教室や食生活改
善事業、各種健（検）診事業や予防接種事業
などを実施し、町民の健康づくりを推進してき
ました。
また、県とともに「未病改善」の取り組みを
推進するため、身近な場所で気軽に自身の健康
チェックを行うことができる「未病センターおお
い（いきいき・おおい・健康ステーション）」を
運営してきました。
今後は、相和地区に設置された「未病」に関

する情報発信及び地域活性化の拠点施設「未
病バレー BIOTOPIA( ビオトピア )」や関係機
関と連携し、年齢やニーズに応じた健康づくり
の推進及び「未病改善」の取り組みを充実させ
ることが求められます。

施策の方向
大井町健康増進計画・食育推進計画に基づき、

誰もが生涯を通じて健康な生活を送れるように、
栄養や運動、心の健康などの健康づくりに関す
る普及啓発を行うとともに、健康教育等の実施
や未病センターを活用した事業、地域の支援者
の育成を実施することで、町民の行動変容につ
なげていきます。事業の推進にあたっては、「未
病バレー BIOTOPIA（ビオトピア）」や関係機
関との連携も検討していきます。
また、生活習慣病や感染症を予防するため、
各種健（検）診や予防接種の受診率を上げるた
めの取り組みを充実させていきます。

健康づくりの推進（子育て健康課）

大井町健康増進計画・食育推進計画に基づき、
健康づくりや未病改善に関する普及啓発や取り
組みを推進し、地域の支援者を育成することで、
町民の行動変容につなげるとともに、事業の推
進にあたっては、「未病バレー BIOTOPIA（ビ
オトピア）」や関係機関との連携を図ります。
また、感染症対策として、予防接種法※に基

づく各種予防接種を実施します。

生活習慣病予防の強化（子育て健康課）

生活習慣の改善や健康診査及びがん検診など
に関する普及啓発を促進し、健（検）診受診率
や保健指導の参加率を向上させ、病気の早期発
見や重症化予防につなげます。

施策の目標

施策における主な事業の展開と役割分担

主な事業の展開

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

健康づくり事業及び予防接種事業の実施
未病センターを活用した事業展開
感染症対策事業の実施

健康づくり（未病改善）の実施、未病センター
の利用
感染症対策の実施、予防接種の受診
未病バレー BIOTOPIA( ビオトピア ) との連携

（企業・団体）
健康づくりに関するインセンティブ制度への参
加（企業・団体）
日常生活における感染対策（手洗い・手指消
毒、咳エチケットの徹底など）

※予防接種法　伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とされ
た法律のこと。麻しん、結核、インフルエンザ等の伝染病に対して予防接種を努力義務と定め、併せて助成、健康被害発生時の補償等を定め
ている。

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

健康に関する取り組みの
実施

未病センターおおいの
運営

予防接種事業の実施

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

健康づくり事業参加者数 1,156 人 1,200 人

未病センターおおいの
利用者数 962 人 1,000 人

特定健康診査受診率 27.6% 35%

麻疹風疹混合予防接種 （２期）
接種率 79％ 90％

事業推進

事業推進

事業推進
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施策の方向
地域の医療機関と広域的な大規模病院との連

携を強化し、診療体制の充実を図ります。
また、大井町地域防災計画※などに基づき、
関係機関との連携を図りながら、災害時などに
おける医療救護体制の整備・充実を図ります。

医療体制の充実（子育て健康課）

町民がいつでも安心して医療を受けられるよ
うにＳＮＳなどを活用した医療情報の発信を行う
とともに、関係医療機関と連携を図り、持続可
能な地域医療体制づくりを促進します。
また、災害時に医療救護活動が円滑にできる

ように医療救護体制の整備・充実を図るととも
に、傷病者や被災者ケアのため、職員の知識の
習得及び対応マニュアルの作成について検討を
行います。合わせて、新型コロナウイルスなど
の感染症に対し、国や県などの関係機関と連携
して対応するとともに、役場や保健福祉センター
などの町有施設に予防対策物品の備蓄を進めま
す。

現状と課題
健康で安心して生活をするためには、いつで

も必要な医療が受けられる体制を整備すること
が重要です。そのため、休日診療については、
足柄上地区休日急患診療所が中心的役割を担
い、夜間診療については、県西地区において
救急医療に係わる広域的な医療体制を確立して
います。今後も安心して医療を受けられるよう、
疾病の予防から早期発見、早期治療及び終末
期医療まで、適切な保健医療福祉サービスが
切れ目なく提供される体制を確保することが大
切です。
また、新型コロナウイルスなどの感染症や大
規模災害に備えて、医療救護活動を迅速に行え
る体制づくりが必要です。

地域医療2

※大井町地域防災計画　災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223号）第 42 条の規定に基づき、大井町防災会議が作成する計画のこと。大
井町の地域に係る災害対策について、災害予防、災害応急対策及び災害復旧に関する対策を定め、町民の生命、身体及び財産を災害から保護
するとともに、社会秩序の維持と公共の福祉を確立することを目的としている。

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

医療連携会議の開催
医療関係機関との連携強化
医療情報の発信
感染予防対策物品の備蓄等

情報の拡散

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

医療関係機関との
連携強化

医療に関する情報発信の
充実

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

医療連携会議の開催数 １回 ２回

医療情報の発信回数 ３回 ４回

事業推進

事業推進
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（2）みんなが笑顔になれるまち

1

※生活支援体制整備推進協議体　2015 年４月の介護保険制度改正により開始された生活支援体制整備事業における地域での組織体制のこ
と。市町村の日常生活圏域ごとに協議体を配置して、地域住民の「互助」による助け合い活動を推進することで、地域全体で高齢者の生活を
支える体制づくりを進めるもの。

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

包括的な支援体制の整備 身近な支え合い活動の推進

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

地域の支え合い活動の
推進

地域の見守り活動の
ネットワーク化

きめ細かな相談の充実

事業促進

事業促進

事業促進

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

生活支援体制整備推進協議体※

の開催 ３回 3 回

施策の方向
孤立することなくその人らしい生活を送ること

ができる地域社会をつくりあげていくためには、
「支え手」「受け手」という関係を超えて、お互
いさまの関係で支え合う土壌が必要となります。
みんなが安心感と生きがいを持って日々の生活
を送ることができるように、地域の方々、地域
活動団体、関係機関などと連携して、包括的な
支援体制の整備を推進していきます。

地域福祉を担う人づくり（福祉課）

住民が交流する機会の提供や福祉のこころを
育む福祉教育の充実、地域での支え合い活動
の促進などに取り組みます。

支え合いのきずなづくり（福祉課）

住民が主体的に活動できる仕組みづくりや多
様な職種、機関、地域との連携・協力の促進、
活動の場のバリアフリー化を推進します。

安心して暮らせるまちづくり（福祉課）

包括的な相談支援体制の整備と災害や防災に
備えた支え合いの地域づくりをめざします。ま
た、生活困窮世帯の早期発見に努めるとともに、
権利擁護の充実を図ります。

現状と課題
少子高齢化や家族形態の変化、価値観やラ

イフスタイルの多様化によって、地域や家族の
つながりがますます希薄になっています。増大
し続ける福祉サービス需要に対し、従前の制度
やサービスでは十分な対応が望めなくなってい
ます。そこで、公的なサービスと地域活動の効
果的な役割分担と協働のあり方が模索されてい
ます。地域の方々が抱える多様な生活課題へ
対応していくためには、地域の人々のつながり
が大きな鍵となります。今後は、自立自助の精
神の醸成と相互扶助の仕組みづくりが重要とな
ります。

地域福祉
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施策の方向
高齢者が生きがいを持って活躍できるよう社

会参加の促進を図るとともに、地域包括ケアシ
ステムの充実や適切な介護サービスの提供など
により、高齢者が安心して自立した生活を送れ
るよう支援します。　
また、高齢者の健康状態などをふまえた保健
事業ガイドライン第２版に基づき、高齢者の保
健事業と介護予防の一体的な実施に向けて関係
各課と調整していきます。

高齢者の社会参加への支援（福祉課）
高齢者が地域活動や就業を通じて社会との関

わりを持ち、自立と活力ある生活を送れるよう、
自治会におけるサロン活動、老人クラブなどの
交流の場及びシルバー人材センターへの支援を
行います。

地域支援事業の推進（福祉課）
高齢者が安心して自立した生活を送れるよう、

医療・介護・予防・住まい・生活支援の一体的
な提供を図る地域包括ケアシステム※の充実や
地域で高齢者を支える仕組みづくりの推進に取
り組みます。

介護保険の適正な運営（福祉課）
認定審査や介護給付費の適正化、提供する

サービスの質の向上、あるいは負担の公平性の
確保や低所得者対策などに取り組むことにより、
介護保険制度の適正な運営に努めます。

現状と課題
本町の高齢化率は年々増加傾向にあり、団

塊の世代が 75歳に到達する2025 年において
は後期高齢者数が前期高齢者数を上回ると予
想され、介護サービス需要の増加はもとより、
高齢者を取り巻く様々な問題が生じてくるもの
と危惧されます。一方、高齢化の進行に伴う人
口構造の変容は必至であり、65 歳以上であっ
ても社会の重要な支え手として活躍する時代が
到来すると考えられます。このような状況をふ
まえ、高齢者が安心で満ち足りた生活を送れる
よう高齢者の特性に応じた取り組みを進めてい
く必要があります。

高齢者福祉2

※地域包括ケアシステム　高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性
に基づき、地域の特性に応じて作り上げていく住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域の包括的な支援・サービス提供
体制のこと。

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

地域の主体的な取り組みへの支援 地域による支え合いの推進

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

要支援・要介護認定率 13.２% 16%

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

高齢者団体への支援

地域包括支援センターの
運営

介護保険事業計画の
改定及び推進

事業推進

事業推進

事業推進事業
開始

事業
開始 事業推進
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施策の方向
障がいのある人が、住み慣れた地域や家庭の

中で、明るく、充実した日々を送ることができ、
その尊厳を保持し、心豊かな人生を過ごすこと
ができるまちづくりを図ることが重要です。障
がいの有無によって分け隔てられることなく、相
互に人格と個性を尊重し合い、共に支え合いな
がら暮らすことができる地域共生社会の実現を
めざします。

障がい理解の推進（福祉課）
障がいへの正しい理解を深めるための広報・

啓発活動に取り組み、障がいのある人を地域で
支えあう意識の醸成に努めます。また、障がい
のある人への差別や偏見をなくし、障がいへの配
慮が行き届き、障がいの有無にかかわらず、共
に安心して暮らせる地域社会づくりを進めます。

地域生活支援の充実（福祉課）
障がいの種別にかかわらず、住み慣れた地域

や家庭で安心して自立生活を続けられるよう一
人ひとりの状況に応じたきめ細かな相談支援が
できる体制を築きます。

また、各種障害福祉サービスや意思疎通支援
サービスなどの質的な充実を図り、自立生活に
向けた福祉的支援体制を構築します。

自立支援給付等の充実（福祉課）
障害者総合支援法※に基づき、在宅または施

設で暮らす障がいのある人それぞれが必要とす
るサービスを適切に受けられるよう、障害支援
区分認定、サービスの支給決定などを適切に行
います。

 　 　 

現状と課題
核家族化の進行にみられる一人暮らしの障が

い者の自立生活への援助、自然災害時におけ
る避難支援や避難所での生活支援の対応など、
障がいのある人を取り巻く環境の変化に対し、
今まで以上に、障がいに対する正しい理解を深
めるとともに、地域全体で支えていくことの重
要性がますます高まっています。

今後は、サービス受給を必要とする対象者の
増加に伴い、事業費の継続的な増大が想定さ
れ、安定した事業費の確保が重要となります。
また、障がいのある人に関する相談内容は多種
多様であり、その関わりは長期に及ぶこともあ
るため、専門性のある職員による相談支援体制
の充実が求められます。

3 障がい者（児）福祉

※障害者総合支援法　「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの
充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずる」ことを趣旨として、障害者自立支援法を
改正する形で制定された法律のこと。

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

障がい福祉サービスに関する情報の量と質を
充実
相談支援体制の充実

障がい者（児）に対する深い理解や関心

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

障害者自立支援給付費の
適切な支給 275,000 千円 490,000 千円

補装具費の適切な支給 3,600 千円 5,600 千円

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

相談体制の充実

介護給付・訓練等給付の
充実

障がい児通所支援の充実

事業推進

事業推進

事業推進
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事業促進

事業促進

施策の方向
安定した国民健康保険の運営を推進するとと

もに、生活習慣病の予防など、健康の保持増進
を推進します。
また、勤労者への融資制度などによる支援や
住宅困窮者への住宅を確保し、良好な居住環境
の維持のため建物の補修等を行います。

国民健康保険の適正な運営（町民課）

安心して医療を受けられるように、安定した
国民健康保険の運営を維持するため、国民健康
保険の健全財政の確保に努めるとともに、収納
率の向上、医療費適正化対策の推進、保健事
業の充実強化、資格適用の適正化の推進を図り
ます。
また、神奈川県や神奈川県国民健康保険団体
連合会と連携し、適正な制度運用に努めます。

勤労者への支援（地域振興課）

勤労者の生活の安定を図るため、住宅資金の
利子補助や一時的な生活資金の貸付を関係金
融機関と連携し、実施します。

町営住宅の適切な運営（福祉課）

住宅困窮者への住宅を確保し、良好な住環境
維持を図ります。
また、建物の老朽化に対して計画的に建物の
補修などを行い、管理コストの削減に努めます。

現状と課題
町民が安心して医療を受けられるように保険

財政の健全化に努め、国民健康保険の運営を
推進してきました。全国的な少子高齢化の進行
により、医療費や税の負担率は年々増加傾向に
あり、高齢化の進行とともに医療費は増加して
いくことが予想されています。町民が安心して
医療を受けられるように、保険者機能の強化を
図り、保険財政の健全化に努める必要がありま
す。
また、勤労者の生活の安定と向上を図るため

に経済的な支援を行うことや、住宅困窮者の生
活支援のために町営住宅を適正に管理する必要
があります。

4 社会保障

※レセプト　診療報酬明細書とも言い、医療費の請求明細のこと。保険医療機関・保険薬局が保険者に医療費を請求する際に使用する。

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

保険財政の健全化
勤労者の生活安定の保障

健康の保持増進
保障制度の活用

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

保険税収納率向上対策の
推進

医療費適正化対策の推進

保健事業の充実強化

町営住宅入居募集

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

現年分収納率
（国民健康保険税） 95.1% 95%

滞納繰越分収納率
（国民健康保険税） 18.３% 23%

レセプト※点検財政効果額 1,200 千円 2,000 千円

【再掲】特定健康診査受診率 27.6% 35%

住宅困窮者への町営住宅入居
の推進 19／22（空き部屋３戸） 22／22（空き部屋０戸）

事業推進

事業推進

事業推進

事業推進



施策の目標

施策における主な事業の展開と役割分担

主な事業の展開

75

第
１
編

序
論

第
２
編

基
本
構
想

第
３
編

前
期
基
本
計
画

資　
料　
編

74
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行政と町民の役割

町民行政 町民行政

広報やホームページなどを活用した消防団の 
ＰＲ
防火広報の実施

火災予防の習慣付け

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

消防団ＰＲ事業の充実

消防団のあり方検証事業の
実施

消防団待機宿舎建替工事
の実施

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

消防団員充足率 88.1% 95%

消防団待機宿舎
老朽化対策率 87.5% 100%

1 消防・救急対策
現状と課題
火災発生時に円滑な消防活動が可能となる

よう、消防水利などの消防施設や消防団をはじ
めとする消防組織の充実を計画的に図るととも
に、火災予防意識の高揚を目的とした防火キャ
ンペーンなどの消防対策を進めています。今後
は、町民の大切な生命と財産を火災から守るこ
とを念頭に消防団のあり方を検証し、消防体制
の維持に努める必要があります。
また、救急対策については、引き続き小田原
市消防本部との連携を図りながら、救急医療体
制を強化充実させていくことが求められていま
す。

施策の方向
小田原市消防本部との連携強化と消防体制の

維持に努めます。また、救急医療体制を強化し、
災害時に適切な対応が可能な環境づくりを推進
します。

消防体制の維持と消防施設の充実 
（防災安全課）

小田原市消防本部と消防団との連携を強化す
るとともに、消防団のあり方を検証することで
消防団の機能の維持に努めます。また、消防水
利の確保や老朽化した施設・器具の更新を計画
的に実施することにより、消防施設の充実を図
ります。

防火意識の高揚（防災安全課）

消防団による広報活動や火災予防運動などを
実施することで、町民の防火意識の高揚を図り
ます。

救急医療体制の強化（防災安全課）

小田原消防本部や医療機関との連携を強化す
ることで、救急体制や災害時の医療救護体制を
整備します。

事業推進

事業推進

事業推進事業
開始

事業
完了
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施策の方向
防災体制や施設の充実など、実効性のある防

災対策を推進するとともに、「自助・共助・公助」
が連携した災害に強いコミュニティづくりを町ぐ
るみで推進します。

地域防災計画の推進（防災安全課）
地域防災計画に基づき、地震災害や風水害に

対する防災体制の強化を図ります。また、各対策
計画の推進にあたっては、災害教訓や訓練結果
の検証をふまえた個別計画などの見直しを通じ、
より実効性の高い事前対策、応急・復旧対策によ
り、災害に強いまちづくりを推進していきます。

地域防災体制の充実（防災安全課）
地域防災力の強化を図るため、各自治会が実

施する自主防災組織活動を支援するとともに、
防災研修事業の実施、防災士活動の普及促進・
活動支援などを通じ、地域防災のリーダー育成
を推進します。
また、県と連携のもと、急傾斜地崩壊危険区
域の指定及び崩壊対策工事を進めます。

防災意識の高揚（防災安全課）
ハザードマップや町広報紙などの刊行物をは

じめ、ホームページやあんしんメールなど様々
なメディアで情報発信を行うとともに、自主防災
組織リーダー研修や出前講座など、直接町民と
防災に関し対話できる機会を多く創設するなど、
住民理解が深まるような防災啓発を図っていき
ます。また、具体的な課題を掲げた防災訓練を
実施することで、参加者の防災意識の高揚を図っ
ていきます。

現状と課題
近年、地震や風雨による災害が、全国的に過

去にない頻度で発生しており、特に風水害にお
いては、様々な被害想定が現実となることを多
くの災害事例で目の当たりにしてきました。
本町ではこれまでも、過去の災害教訓をふま

え、地域防災計画の見直しやハザードマップ※

の作成、防災に関する訓練・研修・講座などの
計画実施等を通じ地域防災対策を推進してきま
した。
また、止めることが出来ない自然災害に対し

ては、いかに減災を図っていくかという考え方
が重要であるため、今後も災害に強い地域社会
をめざし、町、防災関係機関はもとより、全て
の町民の協働による地域防災の取り組みを、さ
らに強固なものにしていく必要があります。

地域防災対策2

※ハザードマップ　自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の
位置などを表示した地図のこと。
※自主防災組織　地域住民が自主的に結成する災害による被害を予防し、軽減するための活動を行う地域の組織のこと。

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

積極的な防災情報の発信
自主防災組織※の育成と支援
公的備蓄の整備

非常持出品の準備

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）
災害ボランティア（防災士）の

登録者数 6 人 30 人

防災訓練参加者数 4,361 人 4,500 人

災害備蓄品の充実と防災資機材倉庫 
の整備（防災安全課）
災害の発生に備え、食料・生活用品・資機材な

どの備蓄の充実を図るとともに、各種応援協定等
による支援の確保と受援体制の整備を図ります。
また、これらを円滑に進めるため、受援機能を有
した新たな防災備蓄倉庫の建設に取り組みます。

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

防災士資格取得支援事業
の継続

総合防災訓練の実施

あらゆる情報伝達手段を
用いた防災意識の高揚

事業推進

事業推進

事業推進

要配慮者支援体制の整備（防災安全課）
心身機能や意思疎通などに困難を伴うことが

予想される要配慮者に対する災害時の安全確
保、避難行動やその後の避難生活について、関
係機関と連携し、支援体制を整備します。
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現状と課題
町内の犯罪発生件数は減少傾向にあるもの

の、高齢者を狙った振り込め詐欺は再び増加し
てきている状況です。
本町では、防犯ボランティア（にこにこパト

ロール隊）をはじめとする地域防犯活動の拡充
を図っています。今後も、警察などの関係機関
や防犯協会、自主防犯組織等との連携のもと、
より一層、地域ぐるみで犯罪の未然防止に努め
ていく必要があります。

3 防犯対策
施策の方向
関係機関との連携のもと、自主的な防犯ボラ

ンティアなど、地域が一体となった防犯体制の
充実を図るとともに、防犯施設の整備と高齢者
の振り込め詐欺対策を推進していきます。

防犯対策と防犯施設の充実（防災安全課）

自主的な防犯ボランティア（にこにこパトロー
ル隊）の活動支援など、地域ぐるみの防犯体制
の充実を図るとともに、にこにこパトロール隊の
高齢化問題に対して、広報紙等で周知を行い若
年層の入隊を促進します。
また、町内に防犯灯や防犯カメラの設置を推
進し、町民の体感治安の向上に努めるとともに、
高齢者の振り込め詐欺被害の未然防止策を講じ
ます。

防犯意識の高揚（防災安全課）

出前講座などの啓発活動を実施し、町民の防
犯意識の高揚を図ります。警察から情報提供が
あった場合は、様々な媒体を活用し、町民に対
して情報を発信します。

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

防犯カメラの設置
にこにこパトロール隊の活動支援
防犯啓発活動や防犯広報による情報発信

防犯に関する情報の収集

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

にこにこパトロール隊入隊者数 186 人 220 人

防犯カメラ設置台数 8 台 20 台

あんしんメール登録件数 5,039 件 6,000 件

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

にこにこパトロール隊入隊
促進ＰＲの強化

防犯カメラ設置事業の継続

あんしんメール利用促進
ＰＲの継続

事業推進

事業推進

事業推進 事業
完了
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施策の方向
交通安全意識の高揚を図るため、交通安全運

動の実施や交通安全の学習機会を充実するとと
もに、交通安全施設の整備を進め、交通事故の
未然防止に努めます。

交通安全意識の高揚（防災安全課）

地域・学校・警察などの関係機関や団体と
の連携のもと、交通安全運動や夜間街頭キャン
ペーン、出前講座、広報誌、ホームページ、Ｓ
ＮＳの活用など、様々な機会や媒体を通じて交
通安全意識の高揚を図るとともに、交通安全の
学習機会を充実し、交通ルールの遵守やマナー
の向上を図ります。

交通安全施設の整備（防災安全課）

カーブミラーの設置・管理や横断歩道などの
設置要望をはじめ、交通安全施設の整備を推進
します。

現状と課題
町内の交通事故件数は、減少傾向にあるも

のの、神奈川県の高齢者交通事故多発地域の
指定を受けるなど、高齢者が関係する事故の割
合が高い状況です。
2016 年度より児童・生徒の通学時の安全を

守るため、保護者・学校・警察・行政が協働で
通学路の交通危険箇所の点検を開始し、交通
危険箇所の改善に努めています。
また、見通しの悪い交差点などへのカーブミ

ラーの設置・注意喚起看板の設置等により、交
通事故の未然防止を図っています。
交通安全教室や自転車の安全な乗り方教室

を実施し、園児・児童の交通ルールの遵守やマ
ナーの向上、交通安全意識のさらなる高揚を図
るとともに、安全な交通環境を確保し、地域・
学校・警察などの関係機関や団体と連携しなが
ら総合的な交通安全対策を推進していく必要が
あります。

4 交通安全対策

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

交通危険個所の点検
交通安全啓発事業の実施
交通安全設備の設置要望
交通指導隊の活動支援

交通ルールの遵守
交通危険個所の対策要望

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

町内在住の高齢者が関係する
事故件数 8 件 0 件

町内における交通事故
死亡者数 2 件 0 件

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

街頭キャンペーン・交通安
全講話・呼びかけの実施

園児・児童への交通安全教
室の実施

交通安全設備の整備

事業推進

事業推進

事業推進
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事業促進

事業促進

現状と課題
近年の消費生活トラブルなどは、2004 年を

ピークに一旦減少に転じたものの、高水準で推
移しており、悪質な訪問販売だけでなく、情報
通信技術の発展や情報通信機器の普及に伴う
消費生活トラブルなど多種多様化しています。
また、高齢化に伴い、高齢者の相談割合は
増加傾向にあり、詐欺的な手口に関する相談が
急増しています。今後は、成年年齢の引き下げ
により若年層の消費者トラブルなども予想され
ることから、高齢者だけでなく、若年層への消
費者教育の必要性も高まっています。
本町では、町民が安全で安心な消費生活を

送れるよう、「南足柄市消費生活センター」を
中心に相談体制の充実を図り、消費者トラブル
などに対応しています。
今後も、総合的な見地から消費者トラブルな

どの未然防止とより良い解決策を得られるよう
適切な情報の収集・提供に努め、消費者が安心
して安全で豊かな消費生活を営むことができる
よう意識啓発活動の充実を図るとともに消費者
一人ひとりが自立した意識を持ち、消費生活の
向上を図る必要があります。

5 消費生活
施策の方向
消費者が安心して、消費生活を営むことがで

きるよう消費者教育の推進と相談体制の充実、
相談窓口の積極的な周知を図ります。また、町
民の意見やニーズを受け止め、町政に活かし、
協働のまちづくりを推進します。

消費者の保護（防災安全課）

町民が自らの判断により消費者トラブルから
身を守り、安心して安全で豊かな消費生活を営
むことができるよう消費者教育を推進します。
また、南足柄市消費生活センターを中心とし

た相談体制の充実を図るとともに、あらゆる機
会を活用して消費者意識の高揚を図ります。関
係機関との連携のもと、適切な情報の収集を行
い、情報提供について様々な媒体を活用し、意
識啓発活動の充実を図ります。

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

消費者保護に関する情報発信
啓発活動の実施

相談窓口の利用
消費者保護に関する情報の収集

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

消費生活講話の実施

相談窓口周知の強化

あんしんメール利用促進
ＰＲの継続

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

町民における詐欺被害件数 4 件 0 件

【再掲】あんしんメール登録件数 5,039 件 6,000 件

事業推進

事業推進

事業推進
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第3編 前期基本計画　
① 社会基盤

（4）将来を見据えた社会基盤と環境のバランスがとれたまち

1
施策の方向

良好な市街地の整備を促進し、地域の特性に
応じた景観や住環境のバランスがとれたまちづ
くりを町民・議会・行政が一体となって推進する
とともに、近年危惧されている大規模地震や大
雨などによる災害発生に備えて、都市防災機能
の向上を図ります。

また、人口減少や少子高齢化に対応した、快
適で持続可能なまちづくりをめざし、増加が予
測される空家について対策を講じます。

災害に強いまちづくり（都市整備課）

東海地震をはじめとする大規模地震や大雨な
どによる災害の発生に備えて、引き続き道水路
の整備を行います。

また、建築物の耐震化の促進による避難路・
緊急輸送路の確保など、地域防災計画と連携し
た都市防災機能の向上を図ります。

景観の保全（都市整備課）

恵まれた自然景観を保全するとともに、市街
地における都市景観の形成を推進します。

現状と課題
本町では、「おおい都市マスタープラン※」を

基本指針として、市街地と酒匂川沿いなどの田
園地域からなる「平坦部地域」と、緑豊かな自
然と集落からなる「丘陵部地域」それぞれの地
域特性を活かしながら、恵まれた自然環境と調
和した秩序ある土地利用の実現をめざして、ま
ちづくりを推進しています。

自然豊かな本町では、景観を保全し、自然環
境と住環境が調和したまちづくりを推進すると
ともに、自然災害への対応力を強化する必要が
あります。

また、大井中央土地区画整理事業により造成
された土地の活用促進など地域の活性化に向
けた拠点形成の促進を図るとともに、人口減少
などに伴って増加が予測される空家等の適正管
理を促す必要があります。

市街地の整備 地域特性に配慮した住環境整備 
（都市整備課）

それぞれの地域特性や課題に応じて、人にや
さしくゆとりとうるおいのある住環境整備を推進
するため、地区計画などの活用を検討します。

新たな市街地の整備（都市整備課）

大井中央土地区画整理事業により造成された
土地の活用を促すことにより、住宅地を基本と
した新たな市街地の整備を促進するとともに、
隣接する役場周辺との連携を図りながら、町の
中心市街地としてふさわしい街並みを創出しま
す。

にぎわいのある拠点の形成 
（都市整備課）

｢未病バレー BIOTOPIA（ビオトピア）｣ につ
いては、地区計画に基づき、緑豊かな環境の保
全や周辺地域と調和した市街地形成を図るとと
もに、未病関連産業の集積などをはじめ、地域
の活性化に寄与するにぎわいのある拠点の形成
への誘導を図ります。

再生可能エネルギーの活用 
（企画財政課）

再生可能エネルギーの効率的な活用を検討
し、町民が安心して暮らすことができる環境を
創出するとともに地域経済の活性化が図れるよ
う、エネルギーの最適利用と非常時のエネル
ギー供給の確保に努めます。

空家対策の促進（企画財政課）

空家の適正管理の促進と利活用を推進するた
め、空家の実態把握と有効な情報提供に努める
とともに、地域の生活環境に悪影響を及ぼす空
家については、必要な対策を講じます。

※おおい都市マスタープラン　2016 年３月に策定された、都市計画法第 18 条の２に定められた「市町村の都市計画に関する基本的な方針」
のこと。町の総合計画に即し、概ね 20 年後の町のあるべき姿や都市づくりの方針を定めている。
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第3編 前期基本計画　
① 社会基盤

（4）将来を見据えた社会基盤と環境のバランスがとれたまち

施策における主な事業の展開と役割分担

主な事業の展開

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

耐震診断・改修やブロック塀等の撤去に係る
補助制度の情報提供
空家の適正管理・利活用に係る情報の発信

ブロック塀等の適正管理
空家の適正管理
空家情報の提供

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

建築物（木造住宅）の
耐震化の促進 事業推進

大井中央土地区画整理
事業の促進

事業
完了

地区計画等を活用した
住環境整備の検討 事業推進

施策の目標

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

管理不全空家の件数 ５件 ２件

大井中央土地区画整理事業
の促進 80% 100%
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第3編 前期基本計画　
① 社会基盤

（4）将来を見据えた社会基盤と環境のバランスがとれたまち

施策の方向
｢都市計画道路金子開成和田河原線｣ は、引

き続き早期完成を推進するとともに、交通量が
増加傾向にある山田地内の町道については、町
が作成した道路網計画に基づき、県道昇格への
要望を行います。
さらに、全ての町民が安心して安全に通行で

きる生活道路の整備や計画的な修繕を行うとと
もに、豪雨などによる被害を軽減するための雨
水排水対策を推進します。
また、一方では快適な道水路環境を継続的に
維持するためには、町民との協働による維持管
理が重要となります。

幹線道路の整備（都市整備課）

｢都市計画道路金子開成和田河原線｣ は、県
及び関係機関との調整を行い、町として必要な
用地確保を行うなど、早期完成を推進します。
また、交通量の増加が見込まれる ｢町道４・５
号線｣ については、県道昇格について要望を行
うとともに、交通対策などについて必要な措置
を行います。

現状と課題
県道秦野大井 ｢篠窪バイパス｣ が開通し、

｢都市計画道路金子開成和田河原線｣ が神奈川
県施工により着手されたことに加え、｢未病バ
レー BIOTOPIA（ビオトピア）｣ の整備も進ん
できていることから、町内の交通情勢も変化し
てくるものと想定されます。こうしたことを受け、
特に山田地内の町道については、地域間のみな
らず都市間をも結ぶ幹線道路として、交通量が
増加傾向にあります。
一方、生活道路である町道については、バリ

アフリーに配慮した道路及び交差点の改良や歩
道の整備など、町民が安全に通行できるよう計
画的な整備を推進するとともに、丘陵部におけ
る集落間道路の整備を行う必要があります。
さらに、老朽化した橋りょうや道路施設など

については、定期的な点検に加え計画的な修
繕を行うことで、道路施設の長寿命化を促進し、
安全に利用できる道路空間を確保する必要があ
ります。
また、異常気象により年々勢力を増している

ゲリラ豪雨や台風などによる浸水被害が見込ま
れるため、ＪＲ御殿場線と交差する水路をはじめ
とした水路等の排水施設の整備を引き続き推進
するとともに、水路内に堆積した土砂の浚渫を
行い溢水による被害を軽減する必要があります。

道路・水路2 道路の整備（都市整備課）

道路及び交差点の改良や歩道の整備などによ
り、交通安全対策を計画的に推進し、誰もが安
全に安心して利用できる道路の整備を図るとと
もに、ＪＲ御殿場線と交差する道路の改善を図る
ため、鉄道事業者との協議を進めます。
また、丘陵地域における集落間道路の整備を
推進します。
さらに、老朽化した橋りょうや道路施設などに

ついては、計画的な修繕を行うことで、道路施
設の長寿命化を促進します。

水路の整備（都市整備課）

年々勢力を増しているゲリラ豪雨や台風によ
る浸水被害を軽減させるため、市街地における
未整備水路の解消や、開発に伴う雨水排水対策
を推進するとともに、ボトルネックとなっている
ＪＲ御殿場線と交差する水路の改善を図るため、
鉄道事業者と協議を進めます。
さらに、水路内に堆積した土砂の浚

しゅん
渫
せつ※を行

い溢水による被害を軽減します。

施策の目標

主な事業の展開

施策における主な事業の展開と役割分担

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

道路の整備、維持管理 道路整備における協力
草刈りや側溝清掃などの維持管理

施策・事業名 実施時期
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

都市計画道路金子開成和田
河原線の早期完成の推進 事業推進

橋りょうの長寿命化の推進 事業推進

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）
都市計画道路金子開成和田河

原線の早期完成の推進 10% 50%

橋りょうの長寿命化の推進 ０% 100%
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第3編 前期基本計画　
① 社会基盤

（4）将来を見据えた社会基盤と環境のバランスがとれたまち

施策の方向
水の安定供給のため、老朽化した施設の更新・

耐震化を図ります。
また、経営の健全化につとめます。

水道事業計画の見直し（生活環境課）

人口減少や節水傾向などをふまえ、将来の水
需要等の将来想定を考慮し、水道事業計画の見
直しを行います。

水源の保全（生活環境課）

安全で安定した水を供給するため、水源地周
辺における地下水位などの現況把握や水質に影
響が懸念されるような土地利用の変化について
監視していきます。

現状と課題
水道事業は、1966 年度に町営簡易水道と

して始まり、その後、統合や拡張事業を行い
1999 年４月から全町域へ給水しています。事
業開始より、40 年以上が経過し、耐用年数を
過ぎた施設も多く、老朽化した施設や管路の更
新・耐震化を計画的に実施し、水の安定供給に
努めることが大切です。
また、人口減少や節水機器の普及により給水
量の減少傾向が続いている中、給水量に対応し
た水道事業の健全な経営を維持するため広域
化や共同化を検討する必要があります。

上水道3 施設設備の更新及び耐震化 
（生活環境課）

水の安定供給を図るため、配水管をはじめ、
各施設・設備などについて、老朽化・耐用年数
等に配慮しながら更新・改良を推進します。

経営の効率化・健全化（生活環境課）

水道事業運営に係わる経営戦略に基づき、適
正な料金の検討を行うとともに、計画的な漏水
調査や設備の点検などにより有収率の向上に努
め、広域化や共同化も視野に入れ、より一層の
経営の効率化、健全化を図ります。

施策の目標

主な事業の展開

施策における主な事業の展開と役割分担

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

安全・安心な水道水の安定供給 水道水の利用推進

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

漏水調査結果による修繕 事業推進

管路更新事業 事業
開始 事業推進

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

給水の有収率※ 87.4% 88%

管路の耐震化率 ０% ６%

経常収支比率※ 128.6％ 135％
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施策の目標

施策における主な事業の展開と役割分担

主な事業の展開
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第3編 前期基本計画　
① 社会基盤

（4）将来を見据えた社会基盤と環境のバランスがとれたまち

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

水洗化の促進

公共下水道施設の修繕・
改築等の推進

経営の健全化

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

水洗化率 95.8% 97%

不明水比率 27.8% 20%

経費回収率※ 71.6% 85%

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

公共水域の水質改善 下水道接続への協力

※不明水　下水のうち有収汚水以外のものであり、地下水、直接浸入水などからなるもの。地下水、直接浸入水及びその他（有収外汚水等）で
構成され、地下水は常時浸入地�下水と雨天時浸入地下水に分けられる。
※経費回収率　使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを表す指標のこと。

施策の方向
計画的な公共下水道の整備・改築を図るとと

もに、経営の健全化に努めます。

計画的な整備（生活環境課）

公共下水道の整備を計画的かつ効率的に推進
するとともに、供用を開始した区域の水洗化率
の向上を図ります。

計画的な修繕・改築（生活環境課）

下水道施設の修繕・改築等を計画的かつ効率
的に推進するとともに、不明水の侵入や道路陥
没などの防止を図ります。

持続的に安定した経営の推進 
（生活環境課）

適正な使用料の検討を行うとともに、不明
水※対策や水洗化率の向上を図り、より一層の
経営の効率化、健全化に努め、持続的に安定し
た経営の推進を図ります。

現状と課題
公共下水道事業は、公共用水域の水質の保

全及び公衆衛生の向上をめざし、下水道の整備
を計画的かつ効率的に推進するとともに、供用
を開始した区域の水洗化率の向上を図ってきま
した。
また、健全な経営を確保するため地方公営企
業法の適用を受けています。
今後は、老朽化していく下水道施設について、

計画的に修繕・改築などを行っていくことが必
要です。
経営においても、持続的に安定した経営が図

れるよう努めていくことが必要です。

下水道4

事業推進

事業推進

事業推進
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施策の目標

施策における主な事業の展開と役割分担

主な事業の展開
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① 社会基盤

（4）将来を見据えた社会基盤と環境のバランスがとれたまち

施策の方向
町民が生活交通として、便利かつ快適に公共

交通機関を利用できるよう、「大井町地域公共
交通会議」を中心に地域の関係者と協議し町の
実情に即した持続可能な公共交通ネットワーク
の形成に努めます。
また、誰もが利用しやすい環境を整え、公共
交通の利用促進を図ります。

持続可能な公共交通ネットワークの形成 
（企画財政課）

公共交通全般について、現状の把握及び課題
の抽出を行い、公共交通政策のマスタープラン
となる地域公共交通計画※を策定し、定期的な
点検・評価を実施することにより、事業を効率的・
効果的に進め、持続可能な公共交通ネットワー
クの形成に努めます。
また、計画を策定するにあたり、まちづくりと
一体となった計画とし、広域的な視点も含めて
基本方針や目標を定め、その実現に必要な事業・
実施主体を整理し、実施していきます。

公共交通の利便性向上と利用促進 
（都市整備課・企画財政課）

公共交通の利便性向上に向けた施策を進め、
自家用車から公共交通への利用転換を促進する
とともに、ＪＲ御殿場線における交通系ＩＣカード
の跨り問題への要望活動などを沿線自治体と協
力し、継続して行います。
また、ＪＲ御殿場線上大井駅及び相模金子駅
前の駐輪場の適正管理と利用者のマナー向上を
図るとともに、駅やバス停周辺の環境整備を推
進します。

現状と課題
本町の公共交通は、JR 御殿場線と富士急湘

南バス及び巡回福祉バス「ふれあい悠悠」が
運行されています。これまで、人口減少や高齢
化の進行に伴う相和地区における路線バスの減
便対策として、富士急湘南バスに対し、相和地
区を走る４路線の赤字額の２分の１を町補助金と
して交付してきました。
また、篠窪地区の小・中学生の通学時のバ

ス路線を補完するため、（一社）大井町シルバー
人材センターへの委託によりバスの代替交通を
運行しました。さらには、公共交通機関の利便
性を向上させるため、御殿場線利活用推進協
議会や神奈川県鉄道輸送力増強促進会議など
による要望活動を行ってきました。
しかしながら、大井中央土地区画整理事業や
都市計画道路の整備などに伴い、新たな人の
流れができることによる既存の公共交通のルー
トの再編や東西方向のネットワークの強化、さ
らには巡回福祉バス「ふれあい悠悠」の現行の
運行形態の見直しの検討等の新たな課題を抱え
ています。
そのような中、2018 年度には、町の実情に

即した「持続可能な公共交通」を実現するため、
地域住民、利用者、交通事業者などが一体となっ
て協議する場として、「大井町地域公共交通会
議※」を設置しました。
今後は、町民のニーズを把握し、まちづくり

との一体的で最適な公共交通ネットワークの形
成を図るとともに、公共交通を利用しやすい環
境づくりを推進する必要があります。

地域公共交通5

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

交通手段の確保
乗り方等の案内・周知
交通弱者施策

公共交通機関の積極的な利用

※地域公共交通会議　道路運送法（昭和 26 年法律第183号）に基づき、市町村等が主宰し、地域の実情やニーズに応じた適切な「地域
公共交通」の形態及び運行ルート、運行回数、運賃などを関係者が一同に会して議論し、合意形成を図っていくことを目的とする会議体の
こと。地域住民、利用者、地方公共団体、地元のバス事業者、運転者の団体などで構成される。
※地域公共交通計画　「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにする「マスタープラン」としての役割を果たす計画の
こと。

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

町運行バス（福祉バス含む）の
利用者数 4,581 人 4,600 人

大井町を走る路線バス運行数
の維持 132 本 132 本

駅前駐輪場の適正管理
（放置車両の整理） 1 回 1 回

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

地域公共交通計画の推進

新たな公共交通形態の
導入・運行

ＪＲ御殿場線駅前駐輪場の
適正管理・利用しやすい

環境整備

計画推進

事業推進

事業推進事業
開始

計画
策定

事業
検討
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施策の目標

施策における主な事業の展開と役割分担

主な事業の展開
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第3編 前期基本計画　
① 社会基盤

（4）将来を見据えた社会基盤と環境のバランスがとれたまち

施策の方向
最適な公共サービスの提供や施設の安全性を

確保していくため、公共施設のマネジメントや
管理などを適切に行います。

公共施設マネジメントの推進（総務課）

公共施設等個別施設計画※及び学校施設長寿
命化計画※などに基づき、将来の財政負担や利
用需要の変化等に配慮した公共施設の老朽化な
どに対する維持管理や整備等を推進します。

現状と課題
公共施設等総合管理計画※などに基づいて、

計画的な公共施設の管理運営を行い、財政負
担の軽減や平準化に努めてきました。
しかしながら、公共施設は更新時期を迎え、
その維持管理や整備などには多額の費用が必
要となります。
将来の財政負担を考慮し、最適な公共サー

ビスの提供や施設の安全性を確保していくため
には、公共施設全体の状況を把握し、長期的な
視点や人口減少などによる利用需要の変化をふ
まえて、更新・統廃合・長寿命化等を計画的に
行う必要があります。

6 公共施設

※学校施設長寿命化計画　学校施設の長寿命化に向けた実際の整備内容や時期、費用等を具体的に表した計画のこと。
※公共施設等総合管理計画及び公共施設等個別施設計画　公共施設等総合管理計画とは、地方公共団体が所有する全ての公共施設等を
対象とする総合的かつ計画的な管理方針を整理している計画のこと。全ての自治体に対して、総務省から2016 年度までに公共施設等総
合管理計画の策定要請がなされている。この計画のもとに個別の施設の管理方針について定めたものを「公共施設等個別施設計画」と呼ぶ。

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

公共施設などの現状に関する情報公開
施設利用者や施設管理者からの建物の機能や
設備に関する意見の集約

集会施設における清掃・小規模修繕
公共施設などの設備等に関する意見の発信

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

公共施設等個別施設計画
及び学校施設長寿命化計

画の進捗管理

公共施設等個別施設計画
及び学校施設長寿命化計
画に基づいた長寿命化改修

工事等の推進

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

公共施設等個別施設計画及び
学校施設長寿命化計画の

進捗率
― 100%

事業推進

事業推進

事業
開始

事業
開始
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※温室効果ガス　赤外線を吸収し再び放出する性質を有し、太陽からの光で暖められた地球の表面から地球の外に向かう赤外線の多くが、
熱として大気に蓄積され、再び地球の表面に戻ってきて、地球の表面付近の大気を暖める作用をもたらす気体物質のこと。主な気体物質と
しては、二酸化炭素をはじめ、メタン、一酸化二窒素、フロンガスなどがある。98 99
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第3編 前期基本計画　
② 環境

（4）将来を見据えた社会基盤と環境のバランスがとれたまち

1 低炭素・循環型社会
施策の方向
太陽光発電などの再生可能エネルギーの有効

活用等を推進し、環境負荷の低減に取り組みま
す。
また、廃棄物の適正処理や廃棄物の減量化、
再資源化に取り組むとともに、広報などを通じ
た廃棄物問題に対する意識の啓発と発生抑制を
推進します。

地球温暖化対策の推進（生活環境課）

町民の太陽光発電をはじめとする再生可能エ
ネルギーの有効活用を促進し、大井町域におけ
る温室効果ガス※の削減をめざすとともに、大井
町地球温暖化対策実行計画に基づいた町の事
務事業における二酸化炭素排出量の削減の取り
組みを推進します。

廃棄物の減量化と再資源化（生活環境課）

廃棄物の分別収集の徹底や新たな分別収集
の検討により廃棄物の減量化を図るとともに、
各種リサイクル制度の周知などにより廃棄物の
有効利用と再資源化を推進します。

現状と課題
地球環境においては、世界の平均気温の上

昇やそれに伴う気候変動が大きな問題となって
おり、温室効果ガスの削減が喫緊の課題です。
本町においても、身近な問題として認識し、地
球温暖化防止に取り組む必要があります。
また、大量生産・大量消費が問題となる中、
廃棄物の適正な処理や廃棄物の再利用・再資
源化による資源循環型社会の形成を推進し、持
続可能で良好な環境の維持を図る必要がありま
す。

廃棄物の適正処理（生活環境課）

足柄東部清掃組合の処理施設における適正
な維持管理に努めるとともに、１市５町及び関係
機関との協議によりごみ処理の広域化を推進し、
環境に配慮した廃棄物の適正処理を行います。

資源循環に関する意識啓発（生活環境課）

町の広報誌、ホームページなどにより廃棄物
に関する問題の現状と課題を情報提供し、廃棄
物の発生抑制・分別の徹底を促進するとともに
リサイクル制度の周知による資源循環に関する
意識啓発を図ります。

施策の目標

主な事業の展開

施策における主な事業の展開と役割分担

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

再生可能エネルギーの有効活用の推進
廃棄物の適正処理や廃棄物の減量化の啓発

再生可能エネルギー（太陽光発電）の活用
ゴミの３R に協力
家庭ごみの分別
食品ロス対策

施策・事業名 実施時期
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

地球温暖化対策の推進 事業推進

廃棄物の減量化と再資源化 事業推進

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

公共施設における
温室効果ガス排出量

1784.3t-CO2

（2018 年度） 1524.8t-CO2

一人１日当たりのごみ総排出量 867g 779g
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※大井町環境基本計画　「環境の保全及び創造についての基本理念」の実現に向けて、具体的な目標、取り組みについて2003年（平成15年）
3月に策定されたもの。現在、2013年（平成 25年）3月に改訂した計画に基づき、環境保全等に関する各種取り組みが進めてられている。
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第3編 前期基本計画　
② 環境

（4）将来を見据えた社会基盤と環境のバランスがとれたまち

環境共生2
施策の方向
きれいで環境への負荷が少ない生活環境の

実現を町ぐるみで取り組むとともに、本町の豊
かな自然環境を将来の世代へ継承するため、自
然環境の理解と保全に取り組みます。

環境汚染の防止（生活環境課）

神奈川県生活環境の保全等に関する条例や関
係法令などに基づき、公害の発生防止や発生時
の早期対応を図るため、県と連携し、立ち入り
調査及び指導などを行います。
また、大気汚染を防止するため、農業のため

ではない無用な野焼き防止の指導を行うととも
に、剪定枝回収・チップ化事業の推進により野
焼きの防止を図ります。

環境の美化（生活環境課）

美化キャンペーンなどの開催をはじめ、美化
活動促進として、町民や自治会等の自主的な美
化清掃活動へのごみ袋の提供、ごみの処分や助
成金の交付、啓発活動を行います。
また、環境パトロールや防犯カメラの設置な

どによる不法投棄に対する監視体制の強化を行
い、不法投棄の発生抑制を推進します。

現状と課題
本町の豊かな自然環境、快適な生活環境を

維持し将来の世代へ継承するため、大井町環境
基本計画※に基づいた計画的な環境対策や町ぐ
るみの環境美化活動、自然環境の保全などに取
り組んでいます。
しかしながら、不法投棄や農業のためではな
い無用な野焼きが依然として発生しており、こ
うした課題に対して、引き続き環境汚染の未然
防止に努めるとともに、地球規模で進んでいる
自然破壊や、環境汚染といった環境問題を身近
な問題として捉え、町ぐるみで環境保全活動や
美化活動に取り組むことが必要です。
また、環境問題や生活環境の維持、自然環
境の保全に対する意識醸成に取り組むことが必
要です。

自然環境の保全（生活環境課）

森林などの水源涵養機能を維持するため、地
域水源林整備事業を推進し、荒廃が進む森林や
里山の自然環境の保全を行います。

環境問題等の情報発信（生活環境課）

環境問題に関する情報を町の広報紙、ホーム
ページやＳＮＳなどを活用して発信し、環境に対
する意識の啓発を図ります。

施策の目標

主な事業の展開

施策における主な事業の展開と役割分担

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

不法投棄の抑制、美化キャンペーンなどの美
化清掃活動の促進
環境問題に対する意識啓発

自主的な美化清掃活動や美化キャンペーンなど
の美化清掃活動への参加
3R 意識への理解、意識の高揚

施策・事業名 実施時期
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

剪定枝破砕処理事業の実施 事業推進

地域水源林整備事業の推進 事業推進

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

広報掲載件数 12 件 12 件

剪定枝破砕処理事業の推進
（剪定枝収集量ｔ） 122t

地域水源林整備事業の推進
（対象森林整備率） 44% 100%

12　 t0
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施策の目標

施策における主な事業の展開と役割分担

主な事業の展開
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② 環境

（4）将来を見据えた社会基盤と環境のバランスがとれたまち

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
合併処理浄化槽※

維持管理費
補助制度の実施

事業推進

生活衛生3

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

生活排水・し尿処理施設の適正な維持管理の
促進

合併処理浄化槽の適切な維持管理

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

生活排水関連水質異常件数 ０件 ０件

※合併処理浄化槽　お風呂や台所からでる生活雑排水と、し尿を併せて処理することができる浄化槽のこと。改正浄化槽法では、合併処
理浄化槽の設置が義務付けられている。

施策の方向
生活排水・し尿処理施設の維持・管理とともに、

施設の適切な運営を推進します。また、広域斎
場整備の安定的な運営管理を進めます。

生活排水・し尿の適正処理（生活環境課）

生活排水による公共用水域の汚染防止のた
め、下水道処理区域外における合併処理浄化槽
の設置の促進、並びに維持管理補助金制度によ
る適正な維持管理の促進を図ります。
また、足柄上衛生組合の処理施設の適正な
維持管理を推進し、し尿などの安定処理を図り
ます。

広域斎場の安定した管理運営の推進 
（生活環境課）

広域斎場の管理運営について、構成市町と連
携し、長期的かつ安定的な利用が図られるよう
に取り組みます。

現状と課題
これまで、近隣市町と連携して設置している、

し尿処理施設の維持管理を図るとともに、施設
運営の効率化に努めてきました。今後も、生活
排水による悪臭などの公害を防ぐため、戸別浄
化槽の適切な維持管理を行うよう意識啓発に努
め、環境美化の推進を図る必要があります。
また、2019 年度に整備が完了し、供用が開
始された広域斎場については、引き続き構成市
町と協議し、運営の管理を行う必要があります。
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※地域緑化制度　都市緑化法第34条より定められた、緑が不足
している市街地などにおいて、一定規模以上の建築物の新築や増
築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務づける
制度のこと。
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第3編 前期基本計画　
② 環境

（4）将来を見据えた社会基盤と環境のバランスがとれたまち

公園・緑地4
施策の方向
子どもから高齢者まで幅広く利用できる身近

な公園としての活用方法を検討するとともに、
地域住民の協力を得ながら公園の維持管理を行
います。
また、酒匂川沿い散策路・せせらぎづくり事
業において整備した水路や散策路、ひょうたん
池、水辺の広場、菖蒲園をはじめ酒匂川堤防道
路や優良な農地や自然豊かな景観を活用し、子
どもから高齢者まで幅広い町民の皆様に親しん
でもらえる空間を創出するため、自然観察や健
康づくりのフィールドとして日常的な利用促進に
つなげます。
さらに、「おおいゆめの里」は、引き続き、

里山の風景、自然環境を保全しながらボランティ
ア団体と協働により下草刈り、植栽、樹木管理
を行うとともに、来場のインセンティブを確保す
る特色ある施設整備に向けた検討を行います。

「おおいゆめの里」づくりの推進 
（地域振興課）

「おおいゆめの里」は、引き続き、里山の風景、
自然環境を保全しながらボランティア団体と協
働により下草刈り、植栽、樹木管理を行うとと
もに、来場のインセンティブを確保できる特色
ある施設の整備に向け、官民連携による事業推
進を含め検討を行います。

現状と課題
公園整備に関する町民からの要望は非常に多

くある一方で、既存の公園があまり利用されて
いない状況にあります。地域に親しまれる公園
をめざして活用を図るとともに、公園の整備や
維持管理を行う必要があります。
さらに、「酒匂川沿い散策路・せせらぎづく

り事業」においては、整備した駐車場、トイレ、
せせらぎ水路・散策路などを適正に管理すると
ともに、周辺に連担する優良な農地や自然豊か
な景観、ひょうたん池や菖蒲園、水辺の広場、
酒匂川堤防道路等の地域資源を活用し、自然
観察会やウォーキング、農業体験などのイベン
トを開催し、来訪者の増加につなげてきました。
今後は、町外からの来訪者だけでなく、子ど

もから高齢者まで幅広く自然観察のフィールド
や健康づくりなどのフィールドとして親しんでも
らえるよう、イベントの開催や景観の保全に向
けて取り組むとともに、関係施設の維持管理を
官民連携により推進できる仕組みづくりに向け、
検討を進める必要があります。また、「おおい
ゆめの里」は、散策路や花木園の整備を行うと
ともに、里山の風景、自然環境を保全しながら
ボランティア団体と協働により下草刈り、植栽、
樹木管理を行っており、自然観察会のフィール
ドとしても活用を図っています。
今後は、本町の観光施設の拠点として、（一社）

神奈川大井の里体験観光協会が取り組む交流
体験事業との連携による誘客を含め、町内外か
ら多くの来場者を得るために、来場のインセン
ティブを確保する特色ある施設として整備を進
める必要があります。

公園の管理・活用 
（地域振興課・生活環境課）

子どもから高齢者まで幅広く利用できる身近
な公園をめざして活用を図るとともに、町民ニー
ズをふまえて、既設の公園の再整備や管理を地
域住民の協力を得て推進します。
また、酒匂川沿い散策路・せせらぎづくり事業

において整備した水路や散策路、ひょうたん池、
水辺の広場、菖蒲園をはじめ酒匂川堤防道路や
優良な農地や自然豊かな景観を活用し、子どもか
ら高齢者まで幅広い町民の皆様に親しんでもらえ
る空間を創出するため、自然観察や健康づくりの
フィールドとして日常的な利用促進につなげます。

緑地の保全管理（生活環境課）

丘陵地西側の斜面緑地について、地権者に対
し継続的な管理を依頼し、町民の憩いの場とし
ての良好な緑地環境の維持を図ります。
また、町内の緑化を推進するため、地域緑化
制度※の普及により、町民などによる自発的な緑
化活動の促進や支援を行います。
さらに、景観保全の立場から生垣の維持に関

する支援制度の研究を行います。

施策の目標

主な事業の展開

施策における主な事業の展開と役割分担

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

おおいゆめの里における官民連携事業の基盤
づくり

ゆめの里育て隊等への参加
ゆめの里の活用

施策・事業名 実施時期
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

「おおいゆめの里」整備・運営
における官民連携体制の構築 事業推進

（仮称）大井中央公園整備・
維持管理事業 事業推進

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

官民連携事業数 １件 ３件
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第3編 前期基本計画　
① 農業・商業・工業

（5）地域の特性を活かした産業による交流が活発なまち

1
施策の方向
農業生産基盤の整備、人・農地プランの実質

化に向けた取り組みを推進するとともに、担い
手や地域の中心となる経営体などの育成・確保
を行い、効率的な農業の推進を図ります。
地域農業の活性化を図るため、農業体験によ

る都市住民との交流を推進するとともに、食育
を通じて農業への理解を深めます。
また、６次産業化や商工業との連携を促進し、
新たな事業の創出や販路拡大をめざします。
有害鳥獣については、捕獲従事者の人材確保

を図るとともに捕獲した個体の処理方法につい
ても検討を進め、農作物への被害を防ぐための
手法の充実を図ります。

農業生産基盤の整備（地域振興課）

地形的な特性や自然環境に配慮しつつ、雨水
排水施設など都市基盤整備とあわせた農業用道
水路の整備、さらに農地の集積・集約化を推進
するなかで効果的な農業生産基盤の整備を進め
ます。
また、既存施設を有効活用するため、十分な
点検を行うとともに、計画的に改修や修繕を行
います。

現状と課題
農業生産者の高齢化や担い手不足により耕作

放棄地が拡大し、里山が荒廃することで有害鳥
獣が増加し、農作物への被害が大きくなってい
くなど、農業を取り巻く環境の低下は全国的な
問題となっており、本町でも例外ではありません。
一方、食品の安全、環境保全、労働安全な

どの持続可能性を確保するための生産工程管
理の向上が求められるほか、「土や緑」に憩い
を求める都市住民の増加、地域の活力創造を
目的とした農業の活性化の推進など、農業への
関心が高まっています。
本町では、地形的な特性や自然環境に配慮し

つつ、雨水排水施設などの都市基盤整備とあわ
せた農業用道水路等、農業生産基盤の整備を
推進するとともに、農産物の販売力向上に向け
支援を行い、都市住民への農産物などの販売
と農業体験の拠点施設として農業体験施設「四
季の里」を開設し、地域農業の活性化に向けて
取り組みを推進しています。
今後も、農業環境の保全と整備に努めていく

とともに、耕作放棄地の解消に向け、人・農地
プラン※の実質化による農地の集積・集約化を
図り、新たな農業の担い手の育成・確保や、販
路の拡大に向けては、農業体験の機会などの
提供による都市住民との交流を積極的に推進し
ていく必要があります。
また、そば、スイーツ、ご当地弁当などの取

り組みや新たな商品開発など、６次産業化や商
工業との連携による地域農業の活性化の支援を
引き続き推進する必要があります。
さらに、地域ぐるみで有害鳥獣による農作物

への被害を抑止することで農業者の農業意欲の
向上を図るとともに、捕獲した有害鳥獣の個体処
理方法についても検討を進める必要があります。

農業 農業の多様な担い手の育成・確保と 
農地利用の活性化（地域振興課）

「農業経営の強化の促進に関する基本的な構
想※」に基づき、町民に限らず広く町内で就農す
る新規就農者の育成・確保を行うとともに、認
定農業者制度※の活用を促進し、特定農業法人
制度及び特定農業団体制度の普及啓発に努め、
農業の多様な担い手の確保につなげます。
また、人・農地プランの実質化に向け、地域

における話し合いを行い、農地中間管理事業※

などを通じて、農地の集積・集約化を推進し、
農地利用の効率化と活性化につなげます。

有害鳥獣による農作物被害の抑止 
（地域振興課）

耕作放棄地の増加と里山の荒廃に伴い、生息
域を拡大している有害鳥獣に対し、鳥獣被害対
策実施隊と連携して有害鳥獣の捕獲を行うととも
に、防護柵の設置や新技術の導入などにより農
作物の被害を抑止し、営農意欲の向上を図ります。
また、有害鳥獣の捕獲の強化を図るため、捕
獲従事者の人材確保に積極的に取り組むととも
に、捕獲後の個体の処理方法についても検討を
進めます。

都市と農村交流による農業の活性化 
（地域振興課）

種々の農産物を生産する本町の特性を活かし、
「四季の里」を中心施設として、都市住民に農
業体験の機会を提供するとともに、特に子ども
たちには、農作業を通じて食の大切さを伝える
とともに、農業への理解教育につなげます。

６次産業化、商工業との連携による 
農業の活性化（地域振興課）

相和地区のそばやフェイジョア、大井スイー
ツセレクションなどの販路拡大、町内の農産物
を使用した商品の新たな開発の支援など、６次
産業化や商工業との連携による農業の活性化を
図ります。

※人・農地プラン　農業者が話合いに基づき、地域農業における中心経営体、地域における農業の将来の在り方などを明確化し、市町村によ
り公表する計画のこと。
※農業経営の強化の促進に関する基本的な構想　農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65号）第６条の規定に基づき市町村が定
めることができるもので、市町村における安定的な農業経営の指標やこれらの農業経営を営む者に対する農用地の利用集積目標などを定
める構想のこと。
※認定農業者制度　農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基
本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度のこと。
※農地中間管理事業　地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し担い手ごとに集約化する必要がある場合や、耕作放棄地等について農
地中間管理機構が借り受け、必要な場合には基盤整備等の条件整備を行い、担い手がまとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して、
貸付ける事業のこと。
※ジビエ　狩猟で得た自然の野生鳥獣の食肉を意味する言葉で、ヨーロッパでは貴族の伝統料理として古くから発展してきた食文化のこと。
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施策における主な事業の展開と役割分担

主な事業の展開

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

新規就農者支援制度の創出
農業体験事業の自走化に向けた仕組みづくり
ジビエ活用に向けた仕組みづくり

ジビエ活用の担い手
農地の適正管理
農業生産の担い手
町内農作物の消費
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第3編 前期基本計画　
① 農業・商業・工業

（5）地域の特性を活かした産業による交流が活発なまち

施策の目標

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

新規就農者数（累計） １人 ６人

交流体験事業受入数 6,800 人 21,000 人

加工品販売額 1,500 千円 5,000 千円

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

新規就農基準の創出 事業
開始 事業推進

ジビエ※活用に向けた調整 事業推進

都市と農村交流による農業
の活性化 事業推進

商工業との連携による農業
の活性化 事業推進

農業体験施設「四季の里」
への指定管理の導入

事業
開始 事業推進
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第3編 前期基本計画　
① 農業・商業・工業

（5）地域の特性を活かした産業による交流が活発なまち

施策の方向
地域商工業を支える関係団体へ支援を行うと

ともに、各種交流事業などのイベントの開催、
特産品の販路拡大に向けたＰＲ事業やふるさと
納税制度の充実による商工業の活性化を図りま
す。
また、地域の雇用促進のため、企業誘致を推
進するとともに、新たな企業と地元企業などと
の事業連携に取り組みます。

商業の活性化（地域振興課）

地域経済の活性化を図るため、地域商工業を
支える関係団体へ支援を行い、地域産業をＰＲ
するイベントを開催するとともに、空き店舗の
活用を含め、小規模事業者の経営改善に向けた
支援策を講じます。
また、町内産の農産物を使用した加工品など
の生産にあたり、農業生産者と商工業者の原材
料流通体制を確立するとともに、特産品のブラ
ンド化に向け効果的なＰＲ事業を促進し、消費喚
起・販路拡大につなげます。
さらに、大井中央土地区画整理事業地内への

商業施設の整備を促進します。

現状と課題
本町では、人口減少や高齢化に伴う事業承継

問題、大手法人の移転・再編に伴う地域内経済
の低迷などにより町内企業及び事業者数も減少
傾向にあるなか、県西地域活性化プロジェクト
に基づき、地域の活性化につながる拠点施設と
して、「未病バレー BIOTOPIA（ビオトピア）」
事業を推進してきました。
また、足柄上商工会（大井町商工振興会）

との連携により、経営発達支援計画※を策定し、
経営改善に向けた支援策を講じるとともに、小
規模店舗における独自の商業サービスの提供に
向け、町内の農産物を使用した新たな特産品の
開発や、「地酒で乾杯を推進する条例」の施行
により、地域産業の活性化に向けて取り組むな
ど、様々なイベントの企画・運営を行い、町内
外の人々との交流を促進し、商業の発展に努め
ています。
今後は、空き店舗対策を含め小規模事業者

の経営基盤の充実を図るとともに、特産品のさ
らなるブランド化とＰＲ事業の展開等、消費喚起・
販路拡大に向けた取り組みや地域経済の活性化
へつながるイベントの開催などの取り組みを強
化していく必要があります。
また、地域経済の活性化や雇用の促進を図

るため、「未病バレー BIOTOPIA（ビオトピア）」
などとの連携や企業誘致に取り組むとともに、
工業に関しては、周辺環境に配慮した特色ある
工業の育成に向けて取り組む必要があります。

商業・工業2 工業の活性化（地域振興課）

地域経済の活性化を図るため、精密部品や木
工製品など「モノづくり」に取り組む事業者の
製品を各種イベント等で広く紹介していきます。

ふるさと納税制度の活用 
（企画財政課・地域振興課）

ふるさと納税制度を活用し、寄附者に対する
町の特産品や体験民泊・体験交流プログラムな
どの地域特性を活かした返礼の充実を図り、町
の魅力を広く発信して地域ブランドの向上につ
なげます。

企業誘致の推進（企画財政課）

安定した財源確保及び地域の雇用創出を図る
ため、企業誘致に向けた検討を進めるとともに、
自然環境や田園景観に配慮した計画的な土地利
用を検討します。

企業連携の促進（企画財政課）

地域経済の活性化のため、「未病バレー
BIOTOPIA（ビオトピア）」を核として、新た
な企業や地元企業などとの事業連携を促進しま
す。

※経営発達支援計画　2020 年に一部改正された「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」（平成５年法律第 51号）
に基づき、商工会または商工会議所が作成し、経済産業省が認定する計画のこと。
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施策における主な事業の展開と役割分担

主な事業の展開

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

地域活性化に向けた農商工業連携の基盤づくり
町内外への町及び地域情報の PR
消費喚起に向けた PR 事業の展開

地産地消の推進
町内小売店等における消費
農商工業の連携

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

空き店舗対策の推進 事業推進

農商工業の連携による 
商品開発 事業推進

地酒を活用した商業の 
活性化 事業推進

ふるさと納税制度の活用に
よる地域ブランド力の向上 事業推進

企業との事業連携の促進 事業推進

企業誘致に向けた 
検討・取り組み 事業推進
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第3編 前期基本計画　
① 農業・商業・工業

（5）地域の特性を活かした産業による交流が活発なまち

施策の目標

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

空き店舗活用数 ０件 ５件

加工品販売額 1,500 千円 5,000 千円

地酒イベント開催数 ７回 10 回

返礼品取扱数の充実 85 個 100 個

企業との事業連携件数 ー ５件
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第3編 前期基本計画　
② 観光

（５）地域の特性を活かした産業による交流が活発なまち

1 観光
施策の方向
地域資源を活用した観光拠点や特産品づくり

を実施し、各種イベントを開催するとともに近隣
市町と連携した観光ネットワークを形成し、広域
的な観光ＰＲを推進します。
また、（一社）神奈川大井の里体験観光協会
が推進する交流体験事業の自走化に向け支援を
行うとともに、インバウンド※に対応するため、
受け入れ態勢の構築を図ります。

観光の拠点づくり（地域振興課）

おおいゆめの里周辺を本町の観光拠点として
賑わいを創出するため、（一社）神奈川大井の里
体験観光協会が推進する交流体験事業に併せ、
農業体験施設「四季の里」やおおいゆめの里な
どの観光資源を有効活用するとともに、官民連携
による新たな施設の整備や観光事業の推進に向
けて取り組みます。

観光資源の開発と PR（地域振興課）

観光振興と地域活性化を図るため、農業や自
然環境、歴史や風土などの地域資源を活用した
交流体験事業の推進に対し支援を行うとともに、
町内産の農産物を使用した特産品づくりを推進
し、新たな観光資源の開発を行います。
また、ハイキングコースへの誘客を図るため、

ハイカーのニーズに沿った魅力あるコース設定
の検討と新たなガイドブックの作成を進めます。

現状と課題
本町は、自然豊かな町であるとともに、富士

箱根連山、丹沢山麓などの眺望を楽しむことが
できます。特にひょうたん池から観える富士山は
「関東富士見 100 景」に選定されています。
また、おおいゆめの里やハイキングコース、
せせらぎづくり事業などで整備した各種施設、
文化財等、観光資源が多数存在するとともに、
新たな観光資源として町内の農産物などを活用
した特産品づくりを推進してきました。イベント
などにおいては、大井よさこいひょうたん祭や
産業まつり、四季の里まつり、お山のひなまつ
りなどの開催、（一社）神奈川大井の里体験観
光協会を設立し、体験民泊を含め交流体験や農
業体験などの受入れ環境を構築し、多くの観光
客を呼び込んできました。
今後もこれらの事業を継続するとともに、町

民や町内各種団体、近隣市町との連携を促進
することにより、事業のさらなる充実を図る必
要があります。
ハイキングコースの整備については、ハイ

カーのニーズに沿ったコース設定に再編するこ
とで、より魅力の高い観光資源にするとともに、
効果的なＰＲを行う必要があります。

広域的な観光事業の推進（地域振興課）

あしがらエリアにおける近隣市町との観光ネッ
トワークを形成し、広域的な観光振興に取り組
むとともに、広域的な観光事業やＰＲ活動を行う
ことにより、事業の魅力を高め、より多くの集
客につなげます。
また、近隣市町と連携し広域的な観光ツアー

を実施します。

インバウンド対策の推進（地域振興課）

増加する外国人観光客の誘客につなげるた
め、交流体験事業への受入体制を構築するとと
もに、観光施設への多言語表示やWi-Fi 環境
を整備するとともに外国人観光ガイドの養成を
推進します。

施策の目標

主な事業の展開

施策における主な事業の展開と役割分担

※インバウンド　領域の外から中へ入ってくる動きのことを指し、そこから転じて訪日外国人客や外国人の訪日旅行のこと。

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

観光拠点の整備
広域的観光事業の創出
新たな観光資源の開発

観光施策への関心、PR
新たな観光資源の開発

施策・事業名 実施時期
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

おおいゆめの里及び 
その周辺の観光拠点化

事業
開始 事業推進

交流体験事業への 
インバウンドの受入れ

事業
開始 事業推進

ハイキングコースの検討 事業
開始 事業推進

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

【再掲】交流体験事業受入数 6,800 人 21,000 人

インバウンド受入客数 ０人 500 人
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施策における主な事業の展開と役割分担

主な事業の展開
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第3編 前期基本計画
① 行財政運営

（６）計画を実現できるまち

1 行政運営

※シティプロモーション　移住・定住を促進し、地域の活力を維持するため、ブランディングを通じて、地域の認知度や地域のイメージを
向上させる地方自治体における取り組みのこと。

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

行政評価（総合計画事業の進捗状況）の公表
イメージキャラクターやキャッチコピー、ロゴ
の活用

町事業への関心、参加、提案
イメージキャラクターやキャッチコピー、ロゴの
活用

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

行政評価によるＰＤＣＡ 
サイクルの推進

シティプロモーション事業
の推進

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

外部有識者等を含めた 
行政評価の実施 － １回

人口の社会増減 111 人
（2019年）

400 人
（2021年～2025年累計）

施策の方向
本計画の施策におけるＰＤＣＡサイクルにより、

社会情勢や町民意見に対応した柔軟かつ効率的
な行政運営を推進するとともに、組織機構の適
正化や職員の資質向上により分野横断的な行政
運営を推進します。
また、本町の魅力や認知度向上など魅力ある

まちづくりを推進し、移住・定住を促進し地域
の活力維持と持続可能なまちをめざします。

行政運営の適正化（総務課・企画財政課）

本計画における施策についてＰＤＣＡサイクルに
よる進行管理を行い、事務事業の改善を図るとと
もに、社会情勢などへの柔軟な対応や、施策へ
の町民意見の反映に努めます。さらに、施策の
進捗状況などについて町民への周知を図ります。
また、組織機構と職員定数の適正化や職員研
修などによる職員の資質向上に努め、横断的な
行政運営を図るとともに、指定管理者制度など
の拡充を検討し、より良い行政サービスの提供
を行います。

移住・定住施策の推進（企画財政課）

本町のイメージキャラクターやキャッチコ
ピー、ロゴなどを活用してシティプロモーショ
ン※を効果的に行い、本町に対する町民の愛着
醸成や認知度の向上から移住・定住の促進を図
り、持続可能なまちづくりを推進します。

現状と課題
人口減少や少子高齢化の進行、高度情報化

の進展、国際化などの社会情勢の変化や町民
の価値観の変化に伴い、行政が取り組む課題
は多様化・複雑化しています。これらの課題に
適切に対応するためには、総合計画に基づき事
業を計画的に実施するだけでなく、柔軟で横断
的な行政運営を行うとともに、地方分権に対応
した効率的な行政運営を推進していく必要があ
ります。
また、近年は、社会情勢から専門職を中心に
新採用職員が計画どおりに確保できない厳しい
状況にありますが、引き続き、職員配置の適正
化、組織力の向上及び人材育成に取り組む必
要があります。
さらに、地域の活力維持と持続可能なまちづ

くりを進めるため、転出などによる人口減少を
抑制し、町外から人を呼び込むために魅力ある
まちづくりを進める必要があります。

事業推進

事業推進
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施策における主な事業の展開と役割分担

主な事業の展開
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第3編 前期基本計画
① 行財政運営

（６）計画を実現できるまち

財政運営2

※投資的経費　各種社会資本整備など支出の効果が長期にわたる経費のこと。これに分類できる経費区分としては、普通建設事業費、災
害復旧事業費、失業対策事業費（性質別歳出）がある。
※クラウドファンディング　個人や企業、その他の機関が、インターネットを介して、寄附、購入、投資などの携帯で、個人から少額の資
金を調達する仕組みのこと。

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

適正な財政運営、町税等の適正な課税、公平・
公正な収納

町税等の公的な負担への関心、納付意識の向上

施策・事業名 実施時期
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

財政計画に基づく財政運営 事業推進

適正な町債の発行 事業推進

納税環境の充実 事業推進

徴収方法の研究・実施 事業推進

徴収対策の強化 事業推進

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）

現年分収納率
（町税） 99.4％ 99.5％

滞納繰越分収納率
（町税） 33.3％ 33.4％

実質公債費比率 -1.4% ５%未満

施策の方向
財政構造の健全化を図るとともに、町税の適

正な課税と徴収により財源の確保に努め、安定
的な財政運営に努めます。

計画的な財政運営（企画財政課）

計画的な財政運営の指針となる財政計画に基
づきながら、財源の安定確保や投資的経費※の計
画的な配分、財政構造の健全化を推進し、中長
期的に収支のバランスがとれた安定的な財政運
営に努めます。
また、クラウドファンディング※などの活用を検
討します。

財源の確保（税務課）

税制に基づいた町税の適正な課税に努めると
ともに、税制改正等に対しては、迅速かつ柔軟
的な対応をします。
徴収対策については、クレジット収納など新

たな納付手段の導入を調査検討し、納税環境の
充実に努めるとともに、必要であれば強制処分
などの対応により公平・公正な収納に努めます。

現状と課題
本町は、これまで計画的、安定的な財政運

営に努めてきましたが、今後、施設の老朽化に
伴う改修・建替などによる財政負担が想定され
ます。さらに、生産年齢人口の減少による税収
などの減少、扶助費の増加等、社会経済状況
などの変化により安定した歳入額を確保してい
くことは、ますます難しい状況になると考えられ
ます。
引き続き、経常的経費の削減や財源の確保

などに努め、安定的な財政運営を行う必要があ
ります。
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施策における主な事業の展開と役割分担
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第3編 前期基本計画
① 行財政運営

（６）計画を実現できるまち

情報化の推進3

※マイナンバーカード　住民からの申請により無料で交付される
プラスチック製のカードのこと。�カードの表面には御本人の顔
写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載され、本人確認のた
めの身分証明書として利用できるほか、カード裏面にはマイナン
バーが記載されており、税・社会保障・災害対策の法令で定め
られた手続きを行う際の番号確認に利用できる。
※ AI　人工知能（Artificial� Intelligence（アーティフィシャル
インテリジェンス））の略称のこと。
※ RPA　 ロボットによる 業 務 自 動 化（Robotics�Process�
Automation）の略で、これまで人間が行ってきた定型的なパソコ
ン操作をソフトウエアのロボットにより自動化するシステムのこと。
※オープンデータ　機械判読に適したデータ形式で、二次利用が
可能な利用ルールで公開されたデータであり人手を多くかけずに
データの二次利用を可能とするもの。

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

情報の集約化と提供
各種手続きのオンライン化のためのシステム改修

情報資産を活用したサービスの開発・発展

施策・事業名 実施時期
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

マイナンバーカードの
交付推進 事業推進

行政手続きのオンライン化 事業推進

行政情報の 
オープンデータ化 事業推進

指標 現状値（2019年度） 目標値（2025年度）
マイナンバーカードの交付率 14% 30%

オンライン化対応済み手続き件数 ４件 20 件
オープンデータ※化情報件数 ０件 100 件

施策の方向
国及び県のセキュリティ対策の動向注視や職

員の情報資産に関する意識向上を図り、高いセ
キュリティレベルの確保と情報資産の保護に努
めるとともに、情報資産のオープンデータ化に
取り組み、これを活用した有用な民間サービス
の創造と発展を促します。
また、窓口やコンビニエンスストアなどにおけ

るマイナンバーカードの利用拡大や自治体ポイ
ントの導入の検討を行うとともに、申請サポート
サービスにより、簡単にマイナンバーカードを
申請できる体制を維持します。
あわせて、「新しい生活様式」の導入やデジ

タル化の進展に伴う社会の変化に対応した行政
サービスの提供を検討していきます。

情報セキュリティの確保（企画財政課）

セキュリティクラウドなどにより、高いセキュリ
ティレベルでのシステム運用を行い、様々なリス
クに対応します。また、職員研修を実施し、セキュ
リティに関する意識向上を図り情報資産の保護に
努めます。

デジタル化の進展に伴う行政サービス
の向上（企画財政課）

情報通信技術を活用した各種届出や申請など
の行政手続きのオンライン化による行政サービ
スの利便性向上に取り組むとともに、ＡＩやＲＰＡ
などのデジタル化の進展に対応した行政サービ
スの提供について検討します。

現状と課題
本町では、セキュリティの向上による情報資

産の適切な保護やマイナンバーカードを活用し
た住民票などのコンビニエンスストア等におけ
る証明書などの自動交付（コンビニ交付）を導
入するなど行政サービスの向上に努めてきまし
た。
今後は、マイナンバーカード※の利用促進や

マイナンバーカードに関する各種サービスにつ
いて、さらに検討していく必要があります。
また、新型コロナウイルスなどの感染症を想
定した「新しい生活様式」の導入やＡＩ※、ＲＰＡ※

などのデジタル化の進展に伴い、私たちの社会
が大きく変わると予測されており、こうした状況
に対応した行政サービスの提供を検討する必要
があります。

マイナンバー制度の活用（町民課）

マイナンバー制度を活用したコンビニ交付、
申請サポートサービス、かんたん窓口サービス
や自治体ポイントなどにより、行政の効率化と
町民の利便性の向上を図ります。
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第3編 前期基本計画
② 広域行政

（６）計画を実現できるまち

1 広域行政

行政と町民の役割

町民行政 町民行政

広域で実施することによる、より効率的な行政
サービスの提供

広域にまたがる、より良い行政サービスに係る
提案

※一部事務組合　地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 284 条第２項の規定による、都道府県、市町村、特別区等が、その事務の一
部を共同処理するために設ける団体のこと。

施策・事業名
実施時期

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

広域事務事業の推進 事業推進

近隣市町との連携・調整の
強化 事業推進

効率的な行政運営の促進 研究・検討

施策の方向
多様化する行政需要に対応するため、一部事

務組合※の共同運営を継続的に進めるとともに、
近隣市町との連携・調整を図り、効率的かつ効
果的な広域行政体制の充実に努めます。

広域体制の充実（企画財政課）

増大する広域行政課題に適切に対処するた
め、一部事務組合の共同運営や事務の委託など
を継続的に進めるとともに、今後も近隣市町と
の連携・調整を図り、広域行政体制の充実に努
めます。

現状と課題
経済の発展や交通手段などの発達により、通

勤や通学、買い物等、人々の経済活動の範囲や、
日常生活における行動範囲は行政区域を越えて
広がっています。こうした変化に伴って、行政
に対する町民のニーズも広域化するとともに、
多種多様化しています。
本町では、今後ともこのような状況のもとで

広域化・多様化する行政需要に対応し、かつ町
民サービスの向上を図るため、近隣市町と互い
に連携し、広域的な視点から調整を図りながら、
行政サービスの効率的な運営に努める広域行
政を推進していく必要があります。



資料編
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SDGsの17の目標と分野の対応関係について

柱 分野 施策

1 地域がつながり
地域で育むまち

1 協働

1 情報の共有 　 　 　 　
2 まちづくりへの町民参加 　 　 　 　
3 人づくりの推進 　 　 　 〇
4 自治活動 　 　 　 　
5 平等な社会の形成 　 　 　 〇

2 教育

1 幼稚園教育 　 　 　 〇
2 保育園運営 　 　 　 〇
3 小・中学校教育 〇 〇 　 〇
4 青少年の育成 　 　 　 〇

3 文化
1 学習機会の充実 　 　 　 〇
2 生涯スポーツ 　 　 〇 〇
3 文化財の保護と活用 　 　 　 〇

2 みんなが笑顔に
なれるまち

1 子育て 1 子育て支援 〇 　 〇 〇

2 健康
1 健康づくり 　 〇 〇 　
2 地域医療 　 　 〇 　

3 福祉

1 地域福祉 〇 　 〇 　
2 高齢者福祉 〇 　 〇 　
3 障がい者（児）福祉 　 　 〇 〇
4 社会保障・勤労者福祉 〇 　 〇 　

3 みんなで取り組む
安全・安心のまち 1 安全・安心 

1 消防・救急対策 　 　 〇 　
2 地域防災対策 　 　 　 　
3 防犯対策 　 　 　 　
4 交通安全対策 　 　 〇 　
5 消費生活 　 　 　 〇

4
将来を見据えた

社会基盤と環境の
バランスがとれたまち

1 社会基盤

1 市街地の整備 　 　 〇 　
2 道路・水路 　 　 〇 　
3 上水道 　 　 　 　
4 下水道 　 　 　 　
5 地域公共交通 　 　 〇
6 公共施設 　 　 　 　

2 環境

1 低炭素・循環型社会 　 　 　 　
2 環境共生 　 　 〇 〇
3 生活衛生 　 　 〇 　
4 公園・緑地 　 　 〇 　

5
地域の特性を活かした

産業による交流が
活発なまち

1 農業・商業・
工業

1 農業 　 〇 　 　
2 商業・工業 　 　 　 　

2 観光 1 観光 　 　 　 　

6 計画を実現できるまち
1 行財政運営

1 行政運営 　 　 　 　
2 財政運営 　 　 　 　
3 情報化の推進 　 　 　 　

2 広域行政 1 広域行政 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〇 〇
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〇
　 　 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　 〇
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〇
〇 　 　 〇 　 〇 　 　 　 　 　 〇 〇
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〇
〇 　 　 〇 　 〇 　 　 　 　 　 　 〇
　 　 　 　 　 〇 　 〇 　 　 　 　 〇
　 　 　 　 　 〇 〇 　 　 　 　 　 〇
　 　 　 　 　 　 〇 　 　 〇 〇 〇 〇
　 　 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〇
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
〇 　 　 〇　 　 〇 〇 　 　 　 　 　 〇
〇 　 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　 〇
　 　 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　 〇
　 　 　 　 　 〇 〇 　 　 　 　 　 〇
　 　 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　 〇
　 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　 　 〇
　 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　 　 〇
　 　 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　 〇
　 　 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　 〇
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〇 〇
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〇
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〇 〇
　 　 〇 　 　 　 〇 〇 　 　 　 　 〇
　 　 　 　 〇 　 〇 　 〇 　 　 　 〇
　 〇 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　 　
　 〇 　 　 　 　 〇 　 　 〇  　 　
　 　 　 　 〇 　 〇 　 〇 　 　 　 〇
　 　 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　 　
　 　 〇 　 　 　 〇 〇 〇 　 〇
　 〇 　 　 　 　 〇 〇 〇 〇 〇 　 　
　 〇 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　 〇
　 　 　 　 　 　 〇 　 〇 　 〇 　 〇
　 〇 　 〇 〇 　 〇 　 　 　 〇 　 〇
　 　 　 〇 〇 　 〇 　 　 〇 　 〇
　 　 　 〇 〇 　 　 　 〇 　 〇
　 　 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 〇 〇
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〇 　
　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　 　 〇 〇
　 　 　 　 　 　 〇 　 　 　 　 　 〇
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大井町総合計画審議会条例  
 

昭和４１年６月１日 

条 例 第 ９ 号 

改正 昭和 42 年４月 27 日条例第 11 号       昭和 48 年３月 28 日条例第 16 号 

   昭和 57 年３月 18 日条例第 ５号      平成 ８年９月 17 日条例第 14 号 

   平成 18 年３月 20 日条例第 １号      平成 20 年３月 24 日条例第 ２号 

   令和 元年６月 12 日条例第 ６号 

 

 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項及び第202条の３第１項の規定に基づ

き、大井町総合計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。 

（設置） 

第２条 町長の諮問に応じて、大井町総合計画の策定、その他その実施に必要な調査及び審議を行うため、大井町総

合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織） 

第３条 審議会の委員は、17人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者について、町長が任命する。 

（１） 町議会の議員 ２人 

（２） 町教育委員会の委員 １人 

（３） 町農業委員会の委員 １人 

（４） 自治会長 ３人 

（５） 町の区域内の公共的団体の役員及び職員 ３人 

（６） 学識経験を有する者 ４人 

（７） その他町長が認める者 ３人 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、再任することができる。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第５条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。 

（委任規定） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が審議会に諮って定める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 大井町新町建設審議会条例（昭和32年大井町条例第５号）は、廃止する。 

附 則（平成８年９月17日条例第14号） 

この条例は、平成８年10月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月20日条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月24日条例第２号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月12日条例第６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

大井町総合計画審議会委員名簿  

 
2019 年度・2020 年度（敬称略） 

委 嘱 区 分 氏 名 備  考（役職等） 

１号委員 町議会の議員 

清水 豊司 

議長 

（細田 勝治） 

鈴木 磯美 

企画経済常任委員会 委員長 

（牧野 一仁） 

２号委員 
町教育委員会

の委員 

牧野誠一郎 教育委員 

３号委員 
町農業委員会

の委員 
藤澤 憲吾 農業委員会 会長 

４号委員 自治会長 

加藤 圭二 

金田地区代表自治会長 

（金子 銀蔵） 

浅倉 貞雄 

曽我地区代表自治会長 

（角谷 保延） 

大森  隆 

相和地区代表自治会長 

（瀬戸 伸夫） 

５号委員 

町の区域内の 

公共的団体の 

役員及び職員 

〇鈴木 幸康 大井町商工振興会 会長 

寺下かつ子 大井町社会福祉協議会 会長 

風間 秀泰 エコ・タウン大井推進協議会 会長 

６号委員 
学識経験を 

有する者 

◎隅田 清一 元 神奈川県 県西土木事務所 許認可指導課 課

長 

山本 孝夫 元 小田原市役所会計管理者 

髙橋  基 元 株式会社大和総研 顧問 

７号委員 
その他町長が 

認める者 

門真 弘樹 横浜銀行 松田支店 支店長 

菊川 栄司 さがみ信用金庫 上大井支店長 

小平 明人 
湘南ケーブルネットワーク株式会社 

大井松田ケーブルテレビ局 局長代理  
（中野 信敬） 

◎：会長、○会長職務代理者、（ ）は前任者 
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つなごう！大井未来計画策定の経過  

 
年 月 内   容 

2019 年４月 

６月 

 

８月 

       

10 月 

11 月 

       

 

12 月 

 

2020 年１月 

 

２月 

 

７月 

 

 

８月 

 

 

９月 

 

11 月 

 

 

 

12 月 

大井町第６次総合計画策定方針の制定 

大井町議会第２回定例会 

 

まちづくり会議委員募集 

町民アンケート調査 

第１回まちづくり会議 

第２回まちづくり会議（湘光中学校生徒） 

第３回まちづくり会議 

第４回まちづくり会議 

第５回まちづくり会議 

第１回総合計画審議会 

大井町まち・ひと・しごと創生総合戦略の

改訂 

第２回総合計画審議会 

 

第３回総合計画審議会 

 

 

第４回総合計画審議会（書面開催） 

 

 

パブリックコメントの実施 

 

第５回総合計画審議会 

 

第６回総合計画審議会（書面開催） 

総合計画審議会答申 

大井町議会第４回定例会 

町長決裁 

大井町総合計画審議会条例一部改正の可決 

委員数の変更（14 人以内→17 人以内） 

町民を対象に募集 

対象：町民 3,000 人、回収率 30.6％ 

町の課題整理 

町の課題整理、まちづくりに必要な要素抽出 

まちづくりに必要な要素抽出 

まちづくりの事業検討 

まちづくりの役割分担検討 

進め方、町民アンケート調査結果報告 

第６次総合計画と総合戦略を一本化するた

めの期間延長 

まちづくり会議結果及び第６次総合計画の

序論・基本構想（素案）審議 

第６次総合計画素案、人口ビジョン改訂及び

大井町まち・ひと・しごと創生総合戦略総括

評価の審議 

第６次総合計画素案修正、人口ビジョン改訂

修正の審議及び大井町まち・ひと・しごと創

生総合戦略総括評価の報告 

応募意見数 第６次総合計画素案：80 件 

      人口ビジョン改訂案：６件 

パブリックコメントへの対応、第６次総合計

画名称の審議及び第６次総合計画原案諮問 

第６次総合計画原案諮問に対する答申審議 

第６次総合計画原案について答申 

第６次総合計画の可決 

  

諮問・答申 

大 企 第 １４２ 号 
令和 ２年１１月 ２日 

大井町総合計画審議会 
 会長 隅 田 清 一 様 

大井町長 小 田 眞 一 
 

大井町第６次総合計画原案について（諮問） 
 

 大井町第６次総合計画原案について、貴審議会の意見を伺いたいので、大井町総合計画審議会条例

（昭和４１年大井町条例第９号）第２条の規定により諮問します。 
 

令和 ２年１１月１６日 
大井町長 小 田 眞 一 様 

大井町総合計画審議会 
会長   隅 田  清 一 

 
大井町第６次総合計画原案について（答申） 

 
 令和２年１１月２日付け大企第１４２号により諮問された標記計画原案について、慎重に審議を重

ねた結果、その内容は適当なものであると認めます。 
今後、大井町第６次総合計画が掲げる施策の実現に向け、４つの戦略事業を中心に、効果的かつ着

実な推進に努められるよう期待するとともに、実施にあたっては、特に次の点に留意されるよう強く

希望します。 
 
１  基本構想の期間である今後 10 年の間にも、人口減少や少子高齢化はさらに進行し、人口構

造に大きな変化をもたらすとともに、自然災害の頻発化・激甚化に加え、新型コロナウイルス

感染症に起因した社会経済状況の変化などによる影響は、医療、福祉、教育、都市基盤などの

あらゆる分野に及ぶことになる。 
引き続き安定的な行財政運営を確保するとともに、まちづくりの目標（将来像）に基づき、

町民・議会・行政がそれぞれの立場から知恵と力を出し合う「協働」による持続可能で活力の

あるまちづくりをめざして取り組むこと。 
２  新型コロナウイルス感染症を契機とした新しい生活様式や働き方などに代表される新たな

価値観を踏まえ、こうした変化に的確に対応した新たなまちづくりに取り組むとともに、これ

まで以上に効率的・効果的な行政運営を図るため、分野横断的な取り組みや行政改革を推進す

ること。 
３  本計画に示された施策の実現に向け、町民の声に耳を傾けながら取り組むとともに、施策に

係る費用や成果の明確化と事業の進捗管理などにおける客観的な評価・改善を通じた質の向上

に努めること。 
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総合計画議案書 

 
 

大井町第６次総合計画について 
 
 
大井町第６次総合計画基本構想及び前期基本計画を別紙のとおり定める。 

 
 

令和２年１２月２日 提出 
 
 

大井町長 小 田 眞 一  
 
 
（提案理由） 
町の総合的かつ計画的な行政運営をより一層増進させるため、大井町自治基本条例（平

成２１年条例第１号）第１４条及び大井町議会基本条例（平成２０年条例第２３号）第５

条第１号の規定により提案するものである。 

 

 




